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第１ 令和２年度の業務実績評価について 

  山陽小野田市公立大学法人評価委員会は、「公立大学法人山陽小野田市立山口東京 

理科大学各事業年度の業務実績評価実施要領」に基づき、公立大学法人山陽小野田 

市立山口東京理科大学（以下「法人」という。）の令和２年度における業務の実績 

に関する評価を行った。 

 

 １ 評価に関する基本的な考え方 

  (1) 評価は、教育研究の特性、自主性、自律性に配慮しつつ、法人の継続的な質 

的向上に資するものとする。 

(2) 評価は、中期目標・中期計画の達成状況を踏まえ、法人の業務実績全体につ 

いて総合的に行う。 

(3) 評価は、一連の過程を通じて、法人の状況を分かりやすく示し、社会への説 

明責任を果たすものとする。 

(4) 評価は、法人が自主的に行う組織・業務全般の見直しや次期の中期目標・中 

期計画の検討に資するものとする。 

(5) 評価にかかる業務が法人の過度の負担とならないように留意する。 

(6) 評価の仕組みについては、必要に応じて工夫・改善を行う。 

 ２ 評価方法 

   評価は、法人の自己点検・評価に基づいて行うことを基本とする。業務実績評 

価は、「全体評価」、「大項目別評価」、「事業単位・指標単位評価」により行った。 

  (1) 全体評価 

     事業単位・指標単位評価及び大項目別評価の結果を踏まえ、法人の中期目 

標の達成に向けた中期計画全体の進捗状況を総合的に勘案して評価を行った。 

(2) 大項目別評価 

   事業単位・指標単位評価の結果を踏まえ、６つの大項目（15 区分）ごとに、 

中期計画の進捗状況について評価を行った。 

(3) 事業単位・指標単位評価 

     年度計画に記載された事項ごと（事業単位）及び評価指標ごと（指標単位） 

の実施状況または達成状況を確認し、評価を行った。 
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 ３ 年度評価における評価項目と評価基準 

  (1) 評価項目 

評価区分 評価の対象、内容等 

項目別 

評価あ 

事業単位 

評価ふふ 

年度計画のⅠからⅥの最小項目として記載されている各事項の達成状況 

※ ⅦからⅪに係る実績については、全体評価の際に参考情報としている。 

指標単位 

評価ふふ 
年度計画の各数値目標の達成状況 

大項目別 

評価ふふ 

事業単位評価及び指標単位評価を踏まえた、中期計画における６つの大項

目（１５区分）ごとの進捗状況 

 

Ⅰ．教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

２ 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

３ 研究に関する目標を達成するための措置 

Ⅱ．地域社会との連携、地域貢献に関する目標を達成するための措置 

Ⅲ．業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

４ 事務等の効率化、合理化に関する目標を達成するための措置 

Ⅳ．財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 

１ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

３ 資産の管理及び運用に関する目標を達成するための措置 

Ⅴ．自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成 

Ⅴ．するための措置 

Ⅵ．その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置 

 

１ 施設設備の整備、活用等に関する目標を達成するための措置 

２ 安全衛生管理に関する目標を達成するための措置 

３ 法令遵守及び危機管理に関する目標を達成するための措置 

全体評価 項目別評価を踏まえた中期計画全体の進捗状況 
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  (2) 評価基準 

評価区分 評定 評語 評価の目安 

項 

目 

別 

評 

価 

事業単位 

評価ああ 

ａ 年度計画を上回る 上回るもしくは十分な実施 

ｂ 年度計画を概ね実施 実施 

ｃ 年度計画を十分に実施せず 下回るもしくは実施が不十分 

ｄ 年度計画を大幅に下回る 特に劣るもしくは実施せず 

指標単位 

評価ああ 

ａ 年度計画を上回る 達成率 100％以上 

ｂ 年度計画を概ね実施 達成率 80％以上 100％未満 

ｃ 年度計画を十分に実施せず 達成率 60％以上 80％未満 

ｄ 年度計画を大幅に下回る 達成率 60％未満 

大項目別 

評価ああ 

Ａ 中期計画の進捗は順調 

大項目別（１５区分）に、中期

計画の進捗状況について、事業

単位評価及び指標単位評価か

ら総合的に勘案し、評価 

Ｂ 中期計画の進捗は概ね順調 

Ｃ 
中期計画の進捗はやや遅れて

いる 

Ｄ 中期計画の進捗は遅れている 

全体評価 

中期計画の進捗は順調 

中期計画全体の進捗状況につ

いて、項目別評価から総合的に

勘案し、評価 

中期計画の進捗は概ね順調 

中期計画の進捗はやや遅れている 

中期計画の進捗は遅れている 
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第２ 評価結果 

 １ 全体評価 

  (1) 評価結果 

中期計画の進捗は順調 
 

  (2) 評価理由 

ア．総括 

      令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、感染拡大 

防止又は予防のため、事業の中止や実施回数を削減する等、計画どおりに年 

度計画を実施することが極めて困難な状況であった。 

      しかしながら、このような状況下においても、公立大学法人山陽小野田市 

     立山口東京理科大学（以下「法人」という。）及び山陽小野田市立山口東京 

     理科大学（以下「大学」という。）においては、理事長及び学長のリーダー 

     シップの下、教職員が一致協力し、目標達成に向けて学内体制を整え、関係 

     機関・団体等との積極的な連携や事業実施手法の創意工夫等により、目標達 

     成に向けて取り組んでいる。 

 業務実績の評価については、公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大 

学各事業年度の業務実績評価実施要領（以下「実施要領」という。）の評価 

基準に基づき行うことになるが、令和２年度は、新型コロナウイルス感染症 

拡大という想定外の状況であったことを踏まえ、当該年度の評価に当たって 

は、次のような考え方に基づき実施した。 

      事業単位・指標単位評価においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影 

     響を受け、事業実施が困難となり、事業を中止した項目については、これま 

     でどおり実施要領の評価基準に基づき、その実施状況・達成状況から評価を 

     行うことは適当でないと判断し、当該項目を除外して評価を行うこととし 

た。 

      この考え方に基づき評価を行った結果、全 90 項目（事業評価：82 項目、 

指標評価：８項目）中、事業評価の項目から 10 項目を除外した 80 項目（事 

業評価：72 項目、指標評価：８項目）について評価を行い、６ページの表 

１、全体評価と大項目別評価については７ページ表２のとおりとなった。 

 評価の結果は、全 80 項目（事業評価：72 項目、指標評価：８項目）中、 
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「ａ」評価が 76 項目（95.0％）、「ｂ」評価が４項目（5.0％）となり、「ｃ」 

評価及び「ｄ」評価はなかった。新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受 

け、事業実施を計画どおり実施することが困難となった項目も多くあったが、 

学内の体制を整え、関係機関等との連携や創意工夫等により、ほとんどの項 

目について事業の目標を達成している。 

      事業単位・指標単位評価の結果、大項目別評価は６項目全てが「Ａ」評価 

     となり、全体評価として「中期計画の進捗は順調」との評価となった。 

 大学は、公立化後、志願倍率は常に全国の公立大学のトップクラスであり、 

入学定員及び収容定員も充足している。また、平成 30 年度には山口県初の 

薬学部を開学したことにより、公立大学に対する期待は非常に高まっている 

ものと思われる。この期待に応えるためには、質の高い教育研究活動を継続 

し、到来が予想されている知識集約型社会に必要とされる人材育成、企業や 

医療機関、他の高等教育機関、地域社会等との連携の進化、地域の課題と 

ニーズを的確に把握し、課題解決に取り組む等、地域のポテンシャルを引き 

出し、地域の発展に寄与する地域貢献型大学としての役割を担うことが求め 

られる。 

そのためには、理事長・学長を中心とした運営体制の強化を図り、中期計 

画・年度計画達成に向けて着実に取り組まれることを期待して、全体評価の 

総括とする。 

イ．今後に対する意見 

令和３年度は、当該法人の設置団体である山陽小野田市において、第２期 

中期目標が策定され、大学はそれに基づき、第２期中期計画を策定すること 

になるが、第２期中期計画の策定作業を進められるに当たり以下のことを参 

考にしていただきたい。 

第１期中期計画では、最終年度に達成すべき目標が明確になっていない項 

目や年度計画の実施がどのように中期計画の達成につながるのか、その関連 

性が明確となっていないものが散見された。このため、年度計画の個々の項 

目の実績について評価することは容易であったが、その実績及び評価結果か 

ら中期計画の進捗状況を評価するにあたっては苦慮する状況であった。 

このようなことから、第２期中期計画及びその年度計画を策定するに当た 

っては、中期計画と年度計画の関連性をしっかりとつけるとともに、明確な 
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目標設定に努めていただきたい。加えて、これまでの評価報告書において述 

べてきた以下の内容についても十分に配慮していただきたい。 

⑴ 具体的な目標設定（曖昧な表現を避け、出来る限り数値化を図る。） 

⑵ 適正な目標設定（計画の進捗度を評価するのか、改善の成果を評価 

するのか、何について評価するのかが判断し易い目標設定） 

⑶ 市民に理解し易い、市民目線に立った分かり易い表現（難解な語句 

や略式英字等の使用は極力避け、専門用語を使用する場合には注記で 

説明する等） 

 なお、中期計画・年度計画の策定に際しては、今後も新型コロナウイルス 

感染症による影響が十分に考えられることから、ウイズ・コロナ、アフター・ 

コロナの時代においても第２期中期目標を確実に実施・達成できる計画とな 

るよう進めていただきたい。 

表１ 法人の評価と評価委員会の評価 

大項目 項目数 
法人の評価 評価委員会の評価 コロナの影響を

考慮し評価しな

かった項目 ａ ｂ ａ ｂ 計 

Ⅰ 

事業評価 33 29 4 30 1 31 2 

指標評価 6 6 0 3 3 6 0 

計 39 35 4 33 4 37 2 

Ⅱ 

事業評価 16 13 3 11 0 11 5 

指標評価 2 2 0 2 0 2 0 

計 18 15 3 13 0 13 5 

Ⅲ 事業評価 20 20 0 18 0 18 2 

Ⅳ 事業評価 4 4 0 3 0 3 1 

Ⅴ 事業評価 3 3 0 3 0 3 0 

Ⅵ 事業評価 6 6 0 6 0 6 0 

全体 

事業評価 82 75 7 71 1 72 10 

指標評価 8 8 0 5 3 8 0 

計 90 83 7 76 4 80 10 

※ コロナの影響を考慮し評価しなかった 10 項目 

  大項目「Ⅰ」：２項目【８、19】  「Ⅱ」：５項目【34、35、37、38、42】 

     「Ⅲ」：２項目【56、57】  「Ⅳ」：１項目【71】 
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表２ 全体評価と大項目別評価 

全体 

評価 

大 項 目 別 評 価 

評価項目数 
大項目（６区分） 

評価 

結果 

中期計画の

進捗は順調 

 

中期計画の

進捗は概ね

順調あああ 

中期計画の

進捗はやや

遅れている 

中期計画の

進捗は遅れ

ているああ 

中 

期 

計 

画 

の 

進 

捗 

は 

順 

調 

Ⅰ．教育研究等の質の向上に関する目標 

  を達成するための措置 Ａ ◯    
事 業 評 価 31 

指 標 評 価 06 

Ⅱ．地域社会との連携、地域貢献に関す 

る目標を達成するための措置 Ａ ◯    
事 業 評 価 11 

指 標 評 価 02 

Ⅲ．業務運営の改善及び効率化に関する 

目標を達成するための措置 Ａ ◯    
事 業 評 価 18 

指 標 評 価  － 

Ⅳ．財務内容の改善に関する目標を達成 

するための措置 Ａ ◯    
事 業 評 価 03 

指 標 評 価  － 

Ⅴ．自己点検、評価及び当該状況に係る 

情報の提供に関する目標を達成する 

ための措置 
Ａ ◯    

事 業 評 価 03 

指 標 評 価  － 

Ⅵ．その他業務運営に関する重要目標を 

達成するための措置 Ａ ◯    
事 業 評 価 06 

指 標 評 価  － 

 

※ 事業評価＝評価項目数 72 ➡ a 評価＝71（98.6％）、b 評価＝1（01.4％） 

※ 指標評価＝評価項目数 88 ➡ a 評価＝05（62.5％）、b 評価＝3（37.5％） 

※ 全    体：評価項目数 80 ➡ a 評価＝76（95.0％）、b 評価＝4（05.0％） 
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 ２ 大項目別評価 

  Ⅰ．教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

〔№1～№33、[1]～[6]〕 

評価委員会 

評   価 

 評価の項目全体では、37 項目（事業評価 31、 

指標評価６）のうち、a 評価が 33 項目（事業 

評価 30、指標評価３）、b 評価が４項目（事業 

評価１、指標評価３）であり、順調な進捗状 

況であると評価できる。 

Ａ 
(進捗は順調) 

※ 評価委員会の事業単位・指標単位評価〔全体の項目数：37〕 

※ 評価値Ｘａは、参考資料２の参考１ Ⅰ.の式(1)を参照 

  評価 項目数 

 
a 33 

 
b 4 

 
c 0 

 
d 0 

 

★特筆すべき事項及び評価できる事項 

 ⑴ 実務家教員の登用に積極的に取り組み、実務家教員による授業科目開講率の目標 

の「10％以上」を大きく超える 15.1％を達成し、社会と有機的に連携した実践的 

な教育を展開している。                        【２】 

 ⑵ 教育の質的な転換を図るため、能動的な学修力の育成に効果的な教育手法であ 

るアクティブ・ラーニングの実施に取り組み、実施率 15％以上の目標を掲げてい 

たが、目標を下回る 10.7％の実施率となっている。アクティブ・ラーニングの重 

要性を認識し、アクティブ・ラーニングの実施率の向上に向けて取り組まれるこ 

とを期待する。また、新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、オンラインに 

よる双方向学習を可能とする学習管理システム（ＬＭＳ）を活用し、授業におけ 

るＬＭＳ利用率 71.9％となっている。ウイズ・コロナ／アフター・コロナの時代 

においても、質の高い教育の確保・向上のため、ＬＳＭの効果的な活用に取り組ま 

れることを期待する。                                             【３】 

⑶ 教員の組織的な研修（ＦＤ研修）の開催に積極的に取り組み、目標の「実施回 

数年２回」を大幅に上回る年６回（オンライン講習２回を含む。）開催し、教員の 

教育能力向上に努めている。                      【11】 

 ⑷ 公共交通活用フリーパスを導入し、学生の地域での活動の利便性の向上を図って 

いる。今後もきめ細かい学生支援に取り組んでいただきたい。               【16】 

 ⑸ 教員採用試験対策講座及を開講し、教員採用試験の合格率の向上に取り組まれ、 

高い合格率を達成している。                                            【24】 

 ⑹ 公務員採用試験対策講座を開講し、公務員試験の合格率の向上に取り組まれ、 

高い合格率を達成している。                                          【25】 

 ⑺ 一般入試の志願倍率が 10.3 倍と目標の「6.0 倍以上」を大きく上回っている。 
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事業評価 31 

ａ評価：30 

ｂ評価：01 

指標評価  6 

ａ評価：03 

ｂ評価：03 

ａ評価 

89.2% 

ｂ評価 

10.8% 



 

  この志願倍率の実績は公立大学全体において２番目に高い倍率（国公立大学入学者 

  選抜確定志願状況～文部科学省ＨＰより～）となっている。また、公立化後の志願 

  倍率は常に高い水準（公立大学全体において３番目以内の高い志願倍率）を保って 

  いる。                               【[１]】 

 ⑻ 外部資金獲得額が目標の「119,023 千円以上」を上回る 172,013 千円（前年比 

約 1.44 倍）と大きく伸びており、企業等との連携に積極的に取り組んでいる。 

                                            【［５］】 

 

★今後に期待する事項 

  下記の事項については、年度計画に基づき着実に実施し、中期計画の達成に向け 

て、更なる取組を期待したい。 

 ⑴ TOEIC 受験料の支援を行い、英語教育の強化に取り組んでいる。また、英語運用 

    能力の底上げを図るため、令和３年度から専任のネイティブ教員を採用することと 

    している。グローバル化が進む中、世界で活躍できる人材を育成するため、英語力 

    の向上・国際感覚の醸成に努めていただきたい。                        【８】 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症の影響により教育後援会での学友会活動報告は実施 

できなかったが、その代替として教育後援会役員会において活動報告を行っている 

また、教育後援会と協力し、学生食堂の無料開放の支援を実施している。今後も教 

育後援会等との協力体制を整備し、学生の支援に取り組んでいただきたい。   【18】 

 ⑶ 大学生活意識調査における学生満足度が 84.8％と目標値の 87.3％を下回ってい 

る。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける中、通常の学生生活を 

過ごすことが困難な状況であったにもかかわらず、約 85％の学生が学生生活に満 

足していると回答しており、学生に対する支援が充実していることが伺える。今後 

も引き続き充実した学生生活を過ごすことができるよう取り組んでいただきたい。 

                                                                  【[４]】 

 ⑷ 科学研究費補助金獲得額は 71,578 千円と前年度の 42,846 千円を大きく伸びて 

  いる（前年比約 1.67 倍）が、科学研究費補助金申請率は 74.3％と目標の「75.6％」 

  を下回っている。今後も科学研究費補助金の獲得に積極的に取り組まれ、研究活動 

の充実に努めていただきたい。                                      【［６］】 

 

★新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する事項 

  今後しばらくはウイズ・コロナ、アフター・コロナの時代が続くと考えられるが、 

 地域コミュニティの中核的存在としての役割が果たせるよう、関係機関・団体等との 

 連携を図り、創意工夫し、公立大学として期待される役割を果たせるよう努めていた 

 だきたい。 

 ⑴ 事業の実施を中止したため、評価を行うことが適当でないとし、評価を行わな 

かった項目                                      【８・19】 

 ⑵ 計画どおりに事業を実施することが困難な状況となったが、創意工夫等する中 

で、事業目的の達成に向けて取り組んだ項目 

                        【３・４・６・９・10・11・13・17・18・20・22・25】 
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  Ⅱ．地域社会との連携、地域貢献に関する目標を達成するための措置 

〔№34～№48、[7]～[8]〕 

評価委員会 

評   価 

 評価の項目は、全体で 13 項目（事業評価 

11、指標評価２）あり、その全てが a 評価で 

あり、順調な進捗状況であると評価できる。 

Ａ 
(進捗は順調) 

※ 評価委員会の事業単位・指標単位評価〔全体の項目数：17〕  

※ 評価値Ｘａは、参考資料２の参考１ Ⅰ.の式(1)を参照 

  評価 項目数 

 
a 13 

 
b 0 

 
c 0 

 
d 0 

 

★特筆すべき事項及び評価できる事項 

 ⑴ 産学連携コーディネーターによる企業訪問等の積極的な活動により、大学の研究 

シーズと企業の技術ニーズのマッチングを図り、企業との新規研究契約を３件締結 

し、目標の「２件以上」を達成している。                              【44】 

  ⑵ 地方自治体や地域民間団体の審議会等の委員に 20 名の教員が就任し、目標を達 

成している。また、山陽小野田市とは 45 件の連携事業を実施するとともに、大学 

から山陽小野田市に６件の連携事業を依頼する等、地域課題に積極的に取り組み、 

シンクタンク機能を発揮し、政策形成等に貢献している。                【46】 

  ⑶ 入学者に占める県内出身者率が 31.0％と目標の「25％以上」を上回っている。 

県内出身者の割合は、平成 31 年４月入学者を除き、毎年、伸びており、この実績 

は、これまでで最高の割合となっている。県内出身者の獲得に向けた取組が順調に 

行われていると評価できる。                                     【［７］】 

 ⑷ 就職者に占める県内企業就職率が 41.9％と目標の「37.4％」を上回っている。 

県内企業就職率の割合は、平成 31 年３月卒業者を除き、毎年、伸びており、この 

実績は、これまでで最高の割合となっている。キャリア支援の充実が順調に行われ 

ていると評価できる。                                           【［８］】 

 

★今後に期待する事項 

  下記の事項については、年度計画に基づき着実に実施し、中期計画の達成に向け 

て、更なる取組を期待したい。 

 ⑴ インターンシップへの参加者は減少したが、卒業者に占める県内就職者の割合 

は増えている。引き続き関係機関と連携し、県内就職者を増やす取組を積極的に 

展開されることを期待する。                                          【48】 
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事業評価  11 

ａ評価：11 

指標評価  2 

ａ評価：02 

ａ評価 

100.0% 



 

★新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する事項 

  今後しばらくはウイズ・コロナ、アフター・コロナの時代が続くと考えられるが、 

 地域コミュニティの中核的存在としての役割が果たせるよう、関係機関・団体等との 

 連携を図り、創意工夫し、公立大学として期待される役割を果たせるよう努めていた 

 だきたい。 

 ⑴ 事業の実施を中止したため、評価を行うことが適当でないとし、評価を行わな 

かった項目                                      【34・35・37・38・42】 

 ⑵ 計画どおりに事業を実施することが困難な状況となったが、創意工夫等する中 

で、事業目的の達成に向けて取り組んだ項目 

                                                              【36・45・48】 
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Ⅲ．業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

〔№49～№69〕 

評価委員会 

評   価 

 評価の項目は、全体で 18 項目（事業評価 

18）あり、その全てが a 評価であり、順調な 

進捗状況であると評価できる。 

Ａ 
(進捗は順調) 

 ※ 評価委員会の事業単位・指標単位評価〔全体の項目数：20〕 

※ 評価値Ｘａは、参考資料２の参考１ Ⅰ.の式(1)を参照 

  評価 項目数 

 
a 18 

 
b 0 

 
c 0 

 
d 0 

 

★特筆すべき事項及び評価できる事項 

 ⑴ 大学の教育、研究及び社会貢献に係る戦略に関する事項を審議する機関として、 

総合戦略会議を創設するとともに、副学長の職務の見直しや男女共同参画及び女性 

活動推進を担当する副学長の新たな配置を行う等、積極的な業務執行体制の強化に 

取り組んでいる。                                         【49】 

  ⑵ 大学の管理運営及び教育研究支援等の向上に向けた組織的な職員研修（ＳＤ研 

修）を９回実施し、目標の「年２回以上」を大きく上回っており、事務職員の職 

能開発に積極的に取り組んでいる。                                      【53】 

 ⑶ 事務局にＩＲ（Institutional Research）室を新設し、入学者成績追跡調査や 

オンライン授業実施による教育成果、薬剤師国家試験 100％合格に向けた授業改 

善、入試種別によるＧＰＡの分析等を行い、大学運営上の意思決定及び計画立案 

に必要な情報を収集・分析・提供する活動の推進に取り組んでいる。      【69】 

 

★今後に期待する事項 

  下記の事項については、年度計画に基づき着実に実施し、中期計画の達成に向け 

て、更なる取組を期待したい。 

⑴ 理事や経営審議会、教育研究審議会の委員に外部有識者を積極的に委嘱し、外 

部有識者の割合が 40.7％を占めている。大学運営の中立性、透明性が確保される 

よう、今後も積極的に外部有識者の委嘱に努め、外部有識者が大学運営に参画する 

体制の構築に努めていただきたい。                   【55】 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、科学研究費補助金の申請説明会を 

動画配信という新たな取組により実施した。科学研究費補助金の申請率は科研費 

応募資格保有者の 74.3％と目標の 75％を僅かに下回ったが、ほぼ達成している。 

また、科研費獲得額 71,578 千円は前年度（42,846 千円）の 1.7 倍と大幅に増加 
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ａ評価 

100.0% 
事業評価 18 

ａ評価：18 



 

しており、今後も引き続き、教育研究活動の活性化及び教員の意識向上を図り、 

外部研究費の獲得に向けて積極的に取り組まれることを期待する。        【65】 

 

★新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する事項 

  今後しばらくはウイズ・コロナ、アフター・コロナの時代が続くと考えられるが、 

 地域コミュニティの中核的存在としての役割が果たせるよう、関係機関・団体等との 

 連携を図り、創意工夫し、公立大学として期待される役割を果たせるよう努めていた 

 だきたい。 

 ⑴ 事業の実施を中止したため、評価を行うことが適当でないとし、評価を行わな 

かった項目                                             【56・57】 

 ⑵ 計画どおりに事業を実施することが困難な状況となったが、創意工夫等する中 

で、事業目的の達成に向けて取り組んだ項目                        【54・65】 
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Ⅳ．業務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

〔№70～№73〕 

評価委員会 

評   価 

 評価の項目は、全体で３項目（事業評価３） 

あり、その全てが a 評価であり、順調な進捗

状況であると評価できる。 

Ａ 
(進捗は順調) 

 ※ 評価委員会の事業単位・指標単位評価〔全体の項目数：6〕 

※ 評価値Ｘａは、参考資料２の参考１ Ⅰ.の式(1)を参照 

  評価 項目数 

 
a 3 

 
b 0 

 
c 0 

 
d 0 

 

★今後に期待する事項 

  下記の事項については、年度計画に基づき着実に実施し、中期計画の達成に向け 

て、更なる取組を期待したい。 

 ⑴ 大学院薬学研究科薬学専攻の設置に向け、設置準備委員会を組織し、大学院設 

置申請書の作成に向けての取組をスタートされた。設置準備委員会を中心に、関 

係機関等と協力・連携し、計画どおり大学院薬学研究科が設置できるよう準備を 

進められることを期待する。                                            【70】 

  ⑵ キャンパスマスタープランの着実な実施及びインフラ長寿命化計画の作成によ 

り、施設設備の運用改善及び有効活用が図られるとともに、適切かつ計画的な保 

守・管理が行われることにより、施設の延命化が図られ、施設設備の資産価値の 

保全が期待できる。                                                  【73】 

 

★新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する事項 

  今後しばらくはウイズ・コロナ、アフター・コロナの時代が続くと考えられるが、 

 地域コミュニティの中核的存在としての役割が果たせるよう、関係機関・団体等との 

 連携を図り、創意工夫し、公立大学として期待される役割を果たせるよう努めていた 

 だきたい。 

 ⑴ 事業の実施を中止したため、評価を行うことが適当でないとし、評価を行わな 

かった項目                                                     【71】 
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ａ評価 

100.0% 

事業評価  3 

ａ評価： 3 



 

Ⅴ．自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置   

〔№74～№76〕 

評価委員会 

評   価 

 評価の項目は、全体で３項目（事業評価３） 

あり、その全てが a 評価であり、順調な進捗

状況であると評価できる。 

Ａ 
(進捗は順調) 

 ※ 評価委員会の事業単位・指標単位評価〔全体の項目数：3〕 

※ 評価値Ｘａは、参考資料２の参考１ Ⅰ.の式(1)を参照 

  評価 項目数 

 
a 3 

 
b 0 

 
c 0 

 
d 0 

 

★今後に期待する事項 

  下記の事項については、年度計画に基づき着実に実施し、中期計画の達成に向け 

て、更なる取組を期待したい。 

 ⑴ 一般財団法人大学教育質保証・評価センターの指標に準じた自己点検評価を行 

い、点検ポートフォリオの素案の作成や、薬学教育評価機構の評価基準に基づき自 

己点検を行う等、自己点検・評価システムの仕組み自体の機能が適切であるかにつ 

いての点検を行っている。自己点検・評価が適切に大学運営の改善に反映できるよ 

う引き続き積極的な取組が期待される。                                【75】 

 ⑵ 令和元年度の年度計画に対する自己点検・評価を行い、その結果を大学ホーム 

ページに掲載するとともに、山陽小野田市公立大学法人評価委員会が行った令和 

元年度の業務実績に係る評価結果についても大学ホームページに掲載し、適切に 

公表している。今後も引き続き積極的な情報の公表に取り組んでいただきたい。 

                                                                      【76】 
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ａ評価 

100.0% 

事業評価  3 

ａ評価： 3 



 

Ⅵ．その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置 

〔№77～№82〕 

評価委員会 

評   価 

 評価の項目は、全体で６項目（事業評価６） 

あり、その全てが a 評価であり、順調な進捗

状況であると評価できる。 

Ａ 
(進捗は順調) 

 ※ 評価委員会の事業単位・指標単位評価〔全体の項目数：5〕 

※ 評価値Ｘａは、参考資料２の参考１ Ⅰ.の式(1)を参照 

  評価 項目数 

 
a 6 

 
b 0 

 
c 0 

 
d 0 

 

★特筆すべき事項及び評価できる事項 

 ⑴ 薬品管理システムを適切に運用した薬品管理の徹底、新型コロナウイルス感染 

症拡大の中におけるＸ線・放射線従事者教育訓練のオンラインでの実施、ＳＤＧｓ 

への取組みを含めた「環境報告書」の作成等、安全衛生管理体制の確保、学生や 

教職員の健康保全及び安全衛生に努めている。                          【79】 

 ⑵ 新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、リスク管理に迅速に取り組んで 

いる。                                                              【81】 

 

★今後に期待する事項 

  下記の事項については、年度計画に基づき着実に実施し、中期計画の達成に向け 

て、更なる取組を期待したい。 

 ⑴ 27 名の学生が学生消防団員として加入し、地域の消防団活動に積極的に協力し、 

宇部・山陽小野田消防局から消防団協力事務所として表示証が交付されている。引 

き続き、宇部・山陽小野田消防局と連携し、危機管理体制の整備・充実に取り組ま 

れることを期待する。                                                【82】 

 

★新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する事項 

  今後しばらくはウイズ・コロナ、アフター・コロナの時代が続くと考えられるが、 

 地域コミュニティの中核的存在としての役割が果たせるよう、関係機関・団体等との 

 連携を図り、創意工夫し、公立大学として期待される役割を果たせるよう努めていた 

 だきたい。 

 ⑴ 計画どおりに事業を実施することが困難な状況となったが、創意工夫等する中 

で、事業目的の達成に向けて取り組んだ項目                        【79・81】 
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ａ評価 

100.0% 
事業評価  6 

ａ評価： 6 



 

参考 山陽小野田市公立大学法人評価委員会 委員名簿 

 

（敬称略、五十音順） 

氏   名 役 職 等 備考 

つ つ み  ひ ろ も り 

堤  宏 守 
山口大学工学部 学部長 委 員 長 

は ま ぐ ち  ゆ う い ち 

濱 口 優 一 

山口県病院薬剤師会 理事 

小野田赤十字病院 薬剤課長 

委員長の 

職務代理 

ふ じ も と  の り ひ こ 

藤 本 典 彦 
株式会社山口銀行小野田支店 支店長  

 

  任期：令和３年(2021 年)７月１日～令和５年(2023 年)６月 30 日 
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３ 事業単位・指標単位評価 
 

中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

Ⅰ. 教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

(１) 教育内容及び教育の成果等の充実 

 

① 教育課程編成方針等の明確化 

 確かな基礎学力と高度な専門知 

識を修得した人間性豊かな人材を 

養成するため、学位授与方針、教育 

課程の編成方針及び入学者受入方 

針を明確に定め実践する。 

 

１. 学生が身に付けるべき資質・能 

力を明確にした卒業認定・学位授 

与の方針に基づき、教育内容、教育 

方法、学修成果の評価方法を明確 

にし、学修成果の可視化を向上す 

る。 

 

１. 学位授与の方針及び学習・教育 

目標と科目との適切性を点検・検 

証を行い、学生自身がカリキュラ 

ムの体系性・順次性を理解し、自 

らの学びを主体的に組み立てる 

ことを主眼に、学位プログラムご 

とに学生が身につけることが期 

待される知識・技能・態度と授業 

科目との間の対応関係を示す表 

（カリキュラム・マップ）の見直 

しと、科目の履修順序と科目間の 

つながりをフローチャートとし 

て図示した履修系統図（カリキュ 

ラム・ツリー）の見直しを行った。 

また、学位授与の方針、教育課程 

の編成・実施方針、入学者受入れ 

方針に基づく取組状況及び学生 

が修得すべき資質・能力等に対し 

て、大学全体・教育課程・授業科 

目のレベル別に成果指標を定め、 

その達成状況を客観的に評価・測 

定を行うことを目的に、「学修成 

果に対する評価の方針」（アセス 

メント・ポリシー）を策定した。 

a a 

 

 

 

 

 

 

1
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

 
 

２. 学部・学科の専攻分野における 

概ね５年以上の実務の経験を有し、 

かつ高度の実務の能力を有する実 

務家教員の登用を促進し、社会と 

有機的に連携した実践的な教育を 

展開する。（実務家教員による授業 

科目開講率 10％以上） 

 

２. 工学部の機械工学科 45 単位、 

 電気工学科 26 単位、応用化学科 

 20 単位及び薬学部 53 単位と省 

 令で定められた高等教育の修学 

 支援新制度の対象機関として設 

 定された基準単位数を満たす実 

 務家教員を登用（実務家教員に 

 よる授業科目開講率 15.1％）し、 

 社会と有機的に連携した実践的 

な教育を展開した。 

a a 

 

実務家教員の登用に積極的に 

取り組み、実務家教員による授業科 

目開講率の目標の「10％以上」を大 

きく超える 15.1％を達成し、社会 

と有機的に連携した実践的な教育 

を展開している。 

 

② 教育方法の工夫・開発 

講義形式で行っている授業に能 

動的学修力の育成に効果的な教育 

手法（アクティブ・ラーニング）を 

取り入れる。 

 

３. 教員による一方向的な講義形式 

に加え、グループ・ディスカッショ 

ン、グループ・ワーク、問題解決学 

習、調査学習、ディベート等、能動 

的な学修への参加（アクティブ・ 

ラーニング）を促す教育方法を取 

り入れた授業科目の割合を増や 

し、教育の質的な転換を図る。（ア 

クティブ・ラーニング実施率 15％ 

以上） 

 

３. フィールドワークとグループ・ 

ワークを行う「地域社会学」、 

市が有する高齢化に関するデー 

タを統計的に分析し、グループ・ 

ワークで解決策を考える「社会統 

計学」、スモール・グループ・デ 

ィスカッションを活用した「薬学 

倫理」等、アクティブ・ラーニン 

グの実施率は 10.7％となった。 

また、新型コロナウイルス感染予 

防のため、オンラインによる双方 

向学習を可能とする Learning  

Management System（ＬＭＳ：学 

習管理システム）の授業での活用 

を促進し、授業におけるＬＭＳ利 

用率は 71.9%となった。 

a a 

 

教育の質的な転換を図るため、能 

動的な学修力の育成に効果的な教 

育手法であるアクティブ・ラーニン 

グの実施に取り組み、実施率 15％ 

以上の目標を掲げていたが、目標を 

下回る 10.7％の実施率となってい 

る。アクティブ・ラーニングの重 

要性を認識し、アクティブ・ラーニ 

ングの実施率の向上に向けて取り 

組まれることを期待する。また、新 

型コロナウイルス感染症拡大予防 

のため、オンラインによる双方向学 

習を可能とする学習管理システム 

（ＬＭＳ）を活用し、授業におけ 

るＬＭＳ利用率 71.9％となってい 

る。ウイズ・コロナ／アフター・コ 

ロナの時代においても、質の高い教 

育の確保・向上のため、ＬＳＭの効 

果的な活用に取り組まれることを 

期待する。 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

 
 

４. 企業が抱える技術的課題を学生 

がグループで把握・分析し、対策 

創出・提案を行う問題発見解決型 

学習（ＰＢＬ：Problem-based  

Learning）「地域技術学」を充実 

し、課題を発見し解決できる能力 

を有する人材を育成する。（問題 

発見課題解決授業（ＰＢＬ型授 

業）の開講年１科目以上） 

 

４. 「地域技術学」では、市内を中 

心とする企業８社から技術的課 

題の提供をいただき、オンライン 

授業と対面授業の複合型で実施 

した。また、学生が、大学リーグ 

やまぐち主催「令和２年度ＰＢＬ 

実践報告会」に参加し、「市内企 

業の課題解決策に関する検討」を 

テーマに学習成果の発表を行っ 

た。 

a a 

 

 

 

③ 教養科目の体系化 

現代社会が直面する課題に対応 

する文理融合科目（統合科学）や、 

異分野・学際領域理解のための科 

目を充実する。また英語教育の強 

化を図り英語による授業を拡大充 

実し、その効果を測定するために 

TOEIC を利用する。 

 

５. 人文科学、社会科学、自然科学、 

健康科学の様々な分野の専門教員 

が、特定のテーマを軸に、授業参加 

学生と共に討議を行う文理融合教 

養教育、異分野・学際領域教育を新 

たに導入し、現代社会が直面する 

課題に対応できる人材を育成す 

る。（異分野・学際領域教養科目の 

開講年１科目以上） 

 

５. 共通教育センターの教員全員 

が担当する文理融合型科目「教養 

の系譜」を新たに開講し、人文、 

社会、自然、健康科学を専門とす 

る授業担当者が、様々な観点から 

時間に関連した個別テーマを論 

じ、授業の参加者と共に討論を行 

う教育に取り組んだ。また、学部 

横断型の教育プログラムとして 

「数理・データサイエンス・ＡＩ 

教育プログラム」を導入した。 

a a 

 

 

 

 
 

６. TOEIC 対策講座を開講し、TOEIC 

を利用することにより英語運用能 

力の向上を図る。（TOEIC 対策講座 

の開講クラス数年２クラス以上） 

 

６. 長年海外での勤務経験がある 

講師を招聘し、TOEIC 講座をレベ 

ルに合わせた２クラスをオンラ 

インにより開講した。 

a a 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

 
 

７. 学生の技術報告書作成スキルの 

向上を図るため、テクニカルライ 

ティング教育を実施する。（テク 

ニカルライティング講座の実施回 

数年１回以上） 

 

７. テクニカルライティング教育 

を、工学部１年生の「キャリア基 

礎」の授業において実施すること 

ともに、工学部４年生の卒業論文 

作成時に、大学院では修士１年生 

の中間発表会要旨作成時と修士 

論文の作成時に実施した。 

a a 

 

 

 

 
 

８ .  英 語 力 診 断 テ ス ト V E L C 

（Visualizing English Language  

Competency Test）を利用し、学 

生のコミュニケーション能力の測 

定と、本学の英語教育の学習成果 

を客観的に測定する。（VELC の実 

施回数年４回以上） 

 

８. 新型コロナウイルス感染予防 

のため、VELC の実施を取りやめ 

たが、教育後援会の支援により大 

学院生が TOEIC を受験した際に 

受験料の補助を行った。また、英 

語運用能力の底上げを図るため、 

専任のネイティブ教員の採用を 

行い、令和３年４月１日に就任す 

ることとした。 

b － 

 

新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、事業の実施を中止し

たため、評価を行うことは適当でな

いと判断し、評価を行わない。 

 

※ TOEIC 受験料の支援を行い、英 

語教育の強化に取り組んでいる。ま 

た、英語運用 能力の底上げを図る 

ため、令和３年度から専任のネイテ 

ィブ教員を採用することとしてい 

る。グローバル化が進む中、世界で 

活躍できる人材を育成するため、英 

語力の向上・国際感覚の醸成に努め 

ていただきたい。 

 

④ 国際感覚を備えた人材の養成 

学生の目線を海外に向けさせ異 

文化に触れる機会として、短期留 

学を実施するために国際交流セン 

ターを設置するとともに、渡航中 

も安心して教育研究活動に臨める 

よう危機管理の体制を整備する。 

 

９. 工学部の外国人留学生入試の入 

学定員を現在の若干名から定員を 

設定するとともに、入学者選抜の 

方法の見直しを図り、優秀な留学 

生を確保するための計画を作成す 

る。（日本語学校対象外国人留学 

生入試説明会の実施回数年１回以 

上） 

 

９. 昨年度までは外国人留学生入 

試を２月としていたが、本年度か 

ら優秀な学生を早期に確保する 

ため試験日程を 10 月に変更した 

が、新型コロナウイルス感染症に 

より海外からの入国が実質的に 

不可能となった。 

b b 

 

 優秀な留学生を早期に確保する 

ため、試験日程の変更に取り組ん 

だが、優秀な留学生を確保するた 

めの計画の作成には至らなかった。 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

 
 

10. 海外留学における経済的支援と 

して、経済的理由により修学が困 

難であり、かつ、学業成績が良好で 

あると認められる学生に 10 万円 

を上限に給付を行う。（海外留学奨 

学金説明会の実施回数年１回以 

上） 

 

10. 山陽小野田市立山口東京理科 

大学修学支援事業基金により、学 

部又は大学院修士課程に在籍す 

る学生のうち、経済的理由により 

修学が困難であり、かつ、学業成 

績が良好であると認められる学 

生を対象に、海外留学における経 

済的支援として 10 万円を上限に 

給付を行う事業を実施した。ま 

た、オンライン開催される海外の 

学会に学生も参加できるよう、参 

加費の補助を行った。 

a a 

 

 

（２） 教員の教育能力向上の推進 

 

大学及び大学院の教育の内容及び 

方法の改善を図るための教員の組織 

的な研修（ＦＤ活動）を計画的に実 

施する。 

 

11. 教育の内容及び方法の改善を図 

るための教員の組織的な研修（Ｆ 

Ｄ研修）を開催する。（ＦＤ研修の 

実施回数年２回以上） 

 

11. 教員の組織的な研修を次のと 

おり開催した。 

・「現代社会における実践的経営実 

務について」10 月 13 日 

・「Times Higher Education 世界大 

学ランキングとその活用」11 月 

５日 

・「これからの産学連携研究開発植 

物化学の原点に学ぶエッセンシ 

ャルオイル・テルペンの無限の可 

能性」12 月 10 日 

・「遺伝子組換え実験等安全講習」 

３月 12 日 

・「Ｘ線・放射線従事者教育訓練」 

オンライン講習 

・「動物実験の実践倫理について」 

オンライン講習 

a a 

 

教員の組織的な研修（ＦＤ研修） 

の開催に積極的に取り組み、目標の 

「実施回数年２回」を大幅に上回る 

年６回（オンライン講習２回を含 

む。）開催し、教員の教育能力向上 

に努めている。 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

（３） 学生の受入れに関する方針の明示 

 

入学者に求める能力、適性等を入 

学者受入方針（アドミッション・ポ 

リシー）として明確化し、入試方法 

及び評価方法を点検し、適宜修正を 

加える。 

 

12. 入学試験要項及び学生募集要項 

に、入学者受入方針（アドミッショ 

ン・ポリシー）を明示し、入学者に 

求める能力、適性等に沿って入学 

試験を実施する。（工学部志願者 

1,000 人以上、薬学部志願者 600 人 

以上） 

 

12. 本年度より学校推薦型選抜に 

筆記試験と小論文を導入し、従来 

の口頭試問では正確に測りきれ 

なかった学力を明確にする方式 

に変更し実施した。 
a a 

 

 

 

13. 入学試験実施要項、入試問題作 

成要項、入試問題点検要項、採点要 

項を作成し適切に実施・点検を行 

う。（問題訂正の発生件数０件） 

 

13. 学校推薦型選抜の学力試験に 

おいて問題訂正は発生しなかっ 

た。なお、一般選抜の個別学力試 

験は新型コロナウイルスの感染 

予防のため中止とし、大学入学共 

通テストの結果で合否判定を行 

った。 

a a 

 

 

【教育に関する指標】 

 

 
 

[1] 一般入試の志願倍率 6.0 倍以上 

志願者数（一般入試）÷ 入学定員 

（一般入試） 

（参考） 

令和２年度公立大学一般入試志願 

倍率 6.0 倍 

 

[1] 一般入試の志願倍率 10.3 倍 

志願者数（一般入試）2,176 人÷  

入学定員（一般入試）212 人 

a a 

 

一般入試の志願倍率が 10.3 倍と 

目標の「6.0 倍以上」を大きく上回 

っている。この志願倍率の実績は公 

立大学全体において２番目に高い 

倍率（国公立大学入学者選抜確定志 

願状況～文部科学省ＨＰより～）と 

なっている。また、公立化後の志願   

倍率は常に高い水準（公立大学全体 

において３番目以内の高い志願倍 

率）を保っている。 

 

 
 

[2] 入学定員充足率 100％ 
 

[2] 入学定員充足率 104.7％ 

入学者数 335人÷入学定員 320人 a a 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

２ 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

（１） 多様なニーズに対応した支援 

 

① 経済的理由や罹災等で就学が困 

難な学生に対する授業料減免制度 

や大学独自の奨学金制度等の仕組 

みを構築する。 

 

14. 経済的理由等により就学が困難 

な学生に対する授業料減免制度、 

罹災等で就学が困難な学生に対す 

る入学金免除制度を適切に運用す 

る。 

 

14. 令和２年度より国による修学 

支援新制度が施行されたが、この 

制度の支援対象外となった学生 

のうち、経済的理由により修学が 

困難な 48 名の学生に対し前期授 

業料の半額を免除した。後期授業 

料も同様に申請があり 47 名の学 

費を免除した。また、市内企業で 

ある共英製鋼株式会社様から、も 

のづくりで社会貢献を志す学生 

に年間 60 万円を給付する冠奨学 

金を創設していただいた。 

a a 

 

 

 

 
 

15. 大学独自の奨学金として特待生 

奨学金の給付、大学院博士後期課 

程授業料半額免除制度、大学院入 

学金減免制度を適切に運用する。 

 

15. 学業において特に優秀な成績 

を収めた学生が各学部・研究科よ 

り 12 名が推薦され１人あたり年 

間 10 万円の奨学金を給付すると 

ともに学長表彰を行った。大学院 

の博士後期課程では、学業等にお 

いて特に優秀と認められた者に 

対し、経済的な負担を軽減し研究 

及び学業に専念できる環境を整 

えることを目的として、授業料の 

半額を最長３年間免除する減免 

制度に１名が採用され、修士課程 

では本学を卒業した学生が大学 

院に進学する場合は大学院入学 

金の半額を免除する大学院入学 

金減免制度に 15 名が採用され 

た。 

a a 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

② 学生の主体的な課外活動を運営、 

財政の両面から支援し、主体性の 

向上と社会性の涵養を促進する。 

また、学生自治会、教育後援会及び 

同窓会との協力体制を整備する。 

 

16. 船木鉄道株式会社が運行するバ 

ス路線を、学生証を提示すること 

により無料で乗車できる公共交通 

活用フリーパスを導入し、学生の 

地域での活動の利便性を高め、学 

生の主体的な課外活動やボランテ 

ィア活動を支援する。 

 

16. 船木鉄道株式会社と公共交通 

フリーパスに関する協定を締結 

し、船木鉄道株式会社が運行する 

バス路線を、学生証を提示するこ 

とにより無料で乗車できる公共 

交通活用フリーパスを導入した。 

a a 

 

公共交通活用フリーパスを導入 

し、学生の地域での活動の利便性の 

向上を図っている。今後もきめ細か 

い学生支援に取り組んでいただき 

たい。 

 

 
 

17. 学生の保証人に対し大学教育へ 

の理解を深めていただくために、 

保証人懇談会を実施する。（保証人 

懇談会の実施回数年１回以上） 

 

17. 新型コロナウイルス感染予防 

のため、大学に保証人を招いての 

懇談会の開催が難しいため、大学 

説明はオンデマンド配信により 

行い、教員と保証人との個別相談 

は電話により実施した。保証人か 

らのアンケート回答結果は概ね 

良好であった。また「保証人のた 

めの就職活動サポートブック」を 

作成し、保証人懇談会ではＰＤＦ 

版を公開し、年度末に次年度２・ 

３年生の保証人に冊子版を郵送 

した。 

a a 

 

 

 

 
 

18. 学生の主体的な課外活動に対し 

て財政的な支援をしている教育後 

援会に対し、学友会による活動報 

告会を実施する。（学友会活動報告 

会の実施回数年１回以上） 

 

18. 保証人懇談会に合わせ、助成を 

受けている竜王祭実行委員会よ 

り活動報告を行う予定であった 

が、新型コロナウイルス感染予防 

のため学園祭（竜王祭）が中止と 

なり、代替方法として教育後援会 

役員会において活動報告を行っ 

た。また、教育後援会から、学生 

への学生食堂の無料開放の支援 

をいただき、大学から実施報告を 

行った。 

b a 

 

 新型コロナウイルス感染症の影 

響により教育後援会での学友会活 

動報告は実施できなかったが、その 

代替として教育後援会役員会にお 

いて活動報告を行っている。また、 

教育後援会と協力し、学生食堂の無 

料開放の支援を実施している。今後 

も教育後援会等との協力体制を整 

備し、学生の支援に取り組んでいた 

だきたい。 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

③ 学生の健康相談、心的支援及び生 

活相談等を行う体制を整備し、担 

任教員制度を活用して問題を抱え 

る学生や留学生及び障がいを持つ 

学生への支援を行う。 

 

19. 学生及び留学生に対して、先輩 

学生が個別学習支援を行う「ピア 

サポート」を実施する。（ピアサ 

ポートの開催回数週３回以上） 

 

19. 本年度は新型コロナウイルス 

感染予防のため、学生による個別 

学習支援は中止としたが、授業で 

分からなかった箇所がある学生 

に対し、助教の教員がオンライン 

により個別学習支援を行う「オン 

ラインによる学習サポート教室」 

を行った。 

b － 
 

新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、事業の実施を中止し

たため、評価を行うことは適当でな

いと判断し、評価を行わない。 

 

 
 

20. 授業で分からなかった箇所があ 

る学生に対し、助教の教員が個別 

学習支援を行う「学習サポート教 

室」を実施する。（学習サポート教 

室の開催回数週１回以上） 

 

20. 新型コロナウイルス感染予防 

のため、学習サポート教室を対面 

ではなくオンラインにより開催 

し、対面での授業が可能となった 

段階で対面による学習サポート 

教室を再開し、オンラインと対面 

の併用により実施することで利 

用者を増やす取り組みを行った。 

a a 

 

 

 

 
 

21. 学生の健康相談及び生活相談と 

して、臨床心理士及び心療内科医 

による学生相談を実施する。（臨床 

心理士による学生相談回数週４回 

以上、障害学生コーディネーター 

による学生相談回数週１回以上、 

心療内科医による学生相談月１回 

以上） 

 

21. 公認心理師による学生相談を 

週４回、公認心理師の障害学生 

コーディネーターによる学生相 

談を週１回、心療内科医による学 

生相談を月１回実施した。 

a a 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

（２）キャリア支援の充実 

 

① キャリア支援センターと学部・研 

究科が連携し、就職の斡旋等にと 

どまらず、進学を含むキャリア形 

成全般について支援するととも 

に、市内企業及び県内企業の魅力 

を多くの学生に知ってもらうため 

の取組みを強化する。 

 

22. 山陽小野田市及び近郊の産業や 

地元企業の魅力について学生の理 

解を深めるため、市内の主要な企 

業を巡る市内企業見学会、市内企 

業インターンシップを実施する。 

（市内企業見学会の実施回数年１ 

回以上） 

 

22. インターンシップ制度の目的・ 

意義等についてガイダンスを行 

い、インターンシップへの理解及 

び参加の促進を図り、延べ約 350 

名の学生が参加した。新型コロナ 

ウイルス感染対策による夏季休 

暇期間の大幅な短縮にも関わら 

ず、夏のインターンシップに 17 

名（うち市内企業等３名）に参加 

し、秋・冬・春のインターンシッ 

プに 17 名（うち市内企業等７名） 

が参加した。 

a a 

 

 

 

 
 

23. 山口県内の医薬品製造所の魅力 

について学生の理解を深めるた 

め、山口県及び山口県製薬工業協 

会と連携し、県内医薬品製造所の 

見学、県内インターンシップ、セミ 

ナーを実施する。（医薬品製造に関 

わるセミナーの実施回数年１回以 

上） 

 

23. 山口県及び山口県製薬工業協 

会と連携し、田辺三菱製薬工場株 

式会社小野田工場とオンライン 

による薬品製造所の見学を行い、 

日産化学工業株式会社小野田工 

場にて薬学部生と薬剤師との意 

見交換会を開催した。 

a a 

 

 

 

② 教員採用試験、公務員採用試験及 

び国家資格試験等の特別講座を開 

講し、各試験の合格率を高める取 

組みを実施する。 

 

24. 教員採用試験対策講座を開講す 

るとともに、模擬試験を実施し、教 

員採用試験合格率の向上を図る。 

（教員採用試験対策講座の実施回 

数年１回以上） 

 

24. 全国模擬試験を１月 28 日及び 

３月 17 日に実施し教育後援会か 

ら受験料の補助をいただいた。本 

年度の教員採用試験の結果、公立 

学校教員に７名、私立学校教員に 

１名合格した。 
a a 

 

教員採用試験対策講座及を開講 

し、教員採用試験の合格率の向上に 

取り組まれ、高い合格率を達成して 

いる。    
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

 
 

25. 公務員採用試験対策講座を開講 

し、公務員採用に向けた学内説明 

会を開催するとともに、公務員試 

験合格率の向上を図る。（公務員採 

用試験対策講座の実施回数年１回 

以上） 

 

25. 本年度はオンラインによる実 

施とし、３年生クラスに 29 名、 

２年生クラスに 27 名が受講し 

た。また、７名が公務員試験に合 

格し、７名が公立学校の教員採用 

試験に合格した。 

a a 

 

公務員採用試験対策講座を開講 

し、公務員試験の合格率の向上に取 

り組まれ、高い合格率を達成してい 

る。 

 

③ 県内企業に対して、本学が主催す 

る企業面談会への参加や本学内で 

の会社説明会等の開催を実施する 

ことにより、県内就職を希望する 

学生と企業のマッチングの機会の 

拡大を図る。 

 

26. 主に山陽小野田市内に立地する 

企業を本学に招いた学内企業セミ 

ナー、学内合同企業説明会を実施 

する。（学内合同企業説明会の実施 

回数年２回以上） 

 

26. 市内及び県内企業を中心に学 

内合同企業研究会を 12 月に実施 

するとともに、２月に学内合同企 

業研究セミナーをオンラインで 

実施し 152 名の学生が参加した。 

a a 

 

 

【学生への支援に関する指標】 

 

 
 

[3] 就職決定率 95.7％以上 

就職者数 ÷ 就職希望者数 

（参考） 

令和元年度就職決定率 95.7％ 

 

[3] 就職決定率 95.6％ 

就職者数 129 人÷就職希望者数 

135 人＝95.6％ 

（参考） 

大学院進学者数 44 人÷大学院進 

学希望者数 44 人＝100％ 

a b 

 

 僅かではあるが、95.7％の目標を 

下回った。今後も就職決定率が高い 

水準を維持できるよう取り組んで 

いただきたい。 

 

 
 

[4] 学生満足度 87.3％ 

平成 33 年度時点の第二次山陽 

小野田市総合計画目標値。大学生 

活意識調査での設問「全体的にみ 

て本学の学生生活に満足していま 

すか」に対する「とても満足してい 

る」、「まあ満足している」の回答 

 

[4] 学生満足度 88.0％ 

令和元年度大学生活意識調査 

での設問「全体的にみて本学の 

学生生活に満足していますか」 

に対する「とても満足してい 

る」、「まあ満足している」の回 

答 

 

※ 88.0％は令和２年５月末時 

 点での数値で、同年８月末の 

 最終数値は 84.8％。 

a b 

 

大学生活意識調査における学生 

満足度が 84.8％と目標値の 87.3％ 

を下回っている。しかし、新型コロ 

ナウイルス感染症拡大の影響を受 

ける中、通常の学生生活を過ごすこ 

とが困難な状況であったにもかか 

わらず、約 85％の学生が学生生活 

に満足していると回答しており、学 

生に対する支援が充実しているこ 

とが伺える。今後も引き続き充実し 

た学生生活を過ごすことができる 

よう取り組んでいただきたい。    
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

３ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１） 研究活動の活性化 

 

① 産学官連携の研究プロジェクト 

の検討、企画を行う。 

 

27. 山陽小野田市と連携し、研究推 

進機構においてドローンを産業に 

応用した技術の開発を行う産学官 

連携の研究プロジェクト事業を実 

施する。（支援事業者１件以上） 

 

27. 研究推進機構の特別部門にお 

いてドローンの産業への応用研 

究を進め、１件の事業者を支援 

した。 

また、山陽小野田市産学連携 

推進協議会と連携し、ドローン 

実験フィールドの開設に向け 

た、市内事業者へのドローンの 

活用に関するアンケート調査を 

実施した。また、山陽小野田市 

内の公的機関、公共的団体、企 

業から提案された地域課題の解 

決のために、本学教員が単独又 

は共同で取り組む「地域課題解 

決研究」を実施し、７件の地域 

課題解決プロジェクトを推進し 

た。 

研究推進機構の先端工学研究 

部門、生命工学研究部門、特別 

研究部門にて採択されたプロジ 

ェクトについて、学長に対する 

研究成果報告会を行った。 

a a 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

 
 

28. 産業界と連携し、ＧＭＰ（Good 

Manufacturing Practice）の迅速 

調査手法の確立に向けたＧＭＰ活 

用型医薬品産業振興事業に貢献す 

る。 

 

28. 医薬品の製造と品質管理に関 

する国際基準であるＧＭＰの知 

識と技術を身に付けた薬剤師を 

育成するために、山口県、山口県 

製薬工業協会、本学が連携した 

ＧＭＰカレッジ事業を行い、薬学 

部生に対する基礎講座ワークシ 

ョップ、田辺三菱製薬工場株式会 

社の医薬品製造工程のオンライ 

ンによる見学、日産化学株式会社 

における薬剤師との意見交換を 

実施した。 

a a 

 

 

 

 
 

29. 山陽小野田市民病院等地域の医 

療機関と連携し、医薬品を適切に 

使用するための投与・管理システ 

ム研究の推進、同じ医薬品を同じ 

量使用しても効果・副作用に差が 

出る要因とその対応手法の研究を 

推進する。 

 

29. 山陽小野田市民病院と包括連 

携・協力に関する連携協定を締結 

し、医・薬の共同研究を開始した。 

また、田辺三菱製薬工場株式会社 

と研究開発・人材育成等において 

包括連携協定を締結した。 

a a 

 

 

 

② 研究活動の主体である大学院生 

の入学者増加を図り、全ての研究 

室に大学院生が在籍することを目 

指す。 

 

30. 大学院保護者説明会を開催し、 

大学院で学ぶことの意義とメリッ 

トを紹介する。本学のみならず他 

大学にも本学の大学院進学の支援 

制度をアピールする。（工学研究科 

修士課程の入学者 15 名以上、博士 

後期課程の入学者３名以上） 

 

30. 大学院生の進路先の質向上を 

図るため、大学院生を対象とした 

就職支援の拡充を図り、技術プレ 

ゼン対策講座、履歴書・エント 

リーシート対策講座、面接対策講 

座、座談会等を就職活動スケジ 

ュールに合わせ実施した。また、 

オンラインによる保証人懇談会 

において、大学院で学ぶことの意 

義とメリットの紹介を行った。 

a a 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

（２） 研究成果の集積と公表 

 

地域産業界や地域社会のニーズに 

マッチした研究テーマ及び国際的に 

通用する研究領域を絞り込み、研究 

成果を挙げる上で最も有効な体制を 

検討する。 

 

31. 研究推進機構において、地域課 

題の解決による地域産業の振興等 

への貢献を目的として、市内の公 

的機関、公共的団体、企業からの研 

究課題を募集し、本学の教員が研 

究活動を行う「地域課題解決研究 

事業」を実施する。（地域課題解決 

研究事業の実施件数年５件以上） 

 

31. 市民及び市内の公的機関、公共 

的団体、企業等が抱える地域課題 

を募集し、応募のあった課題解決 

に対し、７件が採択され研究活動 

を推進した。なお、令和２年 11 

月 19 日及び 20 日には、令和元年 

度に採択した研究課題の成果報 

告会を実施した。 

a a 

 

 

（３） 学術交流の促進 

 

国内外の大学や研究機関との交 

流、共同研究の拡大を図る。 

 

32. 山口県、山口県薬剤師会、本学 

薬学部の産学公の連携により、「地 

域で活躍する薬剤師総合支援事 

業」の一貫として、病院薬剤師、行 

政薬剤師、薬局薬剤師など様々な 

職種の薬剤師の方々から、薬学生 

に仕事内容や職場環境、現在の話 

題など情報交換を行う「薬学的サ 

イエンス・カフェ」を実施する。 

 

32. 山口県薬剤師会主催の山口県 

補助事業「地域で活躍する薬剤 

師」総合支援事業の一環として、 

本学において「薬学的サイエン 

ス・カフェ」が開催され、薬学部 

１年生が病院薬剤師、行政薬剤 

師、薬局薬剤師など様々な職種の 

薬剤師の方々と仕事内容や職場 

環境、現在の話題などスモール・ 

グループ・ディスカッションを通 

し意見交換会が行われた。 

a a 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

（４） 研究倫理の徹底 

 

研究活動に係る不正防止を図るた 

めの全学的な仕組みを構築する。 

 

33. 本学の研究行動憲章に基づき、 

科学の自律性が社会からの信頼と 

負託の上に成り立つことを自覚 

し、研究倫理について法令を遵守 

し、健全な研究活動を推進する。 

（研究活動に係る不正防止研修会 

の実施回数年１回以上） 

 

33. 公的研究費管理規程や研究不 

正調査委員会規程について、文部 

科学省のガイドラインとの整合 

性について点検を行い、必要な見 

直しを行った。また、新たな研究 

倫理教育が受講できる場として、 

一般財団法人公正研究推進協会 

（APRIN）提供の研究倫理教育ｅ 

ラーニングを導入し、健全な研究 

活動の支援・管理体制の強化に努 

めた。 

a a 

 

 

【研究に関する指標】 

 

 
 

[5] 外部資金獲得額 119,023千円以 

 上 

（参考） 

令和元年度獲得額 119,023 千円 

 

[5] 外部資金獲得額 172,013 千円 

a a 

 

外 部 資 金 獲 得 額 が 目 標 の 

「 119,023 千円以上」を上回る 

172,013 千円（前年比約 1.44 倍） 

と大きく伸びており、企業等との連 

携に積極的に取り組んでいる。 

 

 
 

[6] 科学研究費補助金申請率  

75.6％以上 

  科学研究費補助金獲得額  

42,846 千円以上 

 

[6] 科学研究費補助金申請率 

74.3％ 

科学研究費補助金獲得額 

71,578 千円 

a b 

 

科 学 研 究 費 補 助 金 獲 得 額 は 

71,578千円と前年度の 42,846 千円 

を大きく伸びている（前年比約 

1.67 倍）が、科学研究費補助金申請 

率は 74.3％と目標の「75.6％」   

を下回っている。今後も科学研究費 

補助金の獲得に積極的に取り組ま 

れ、研究活動の充実に努めていただ 

きたい。 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

Ⅱ. 地域社会との連携、地域貢献に関する目標を達成するための措置 

１ 地域コミュニティの中核的存在としての拠点化 

 

① 「地域連携センターの生涯学習部 

門及び地域連携室を中心に地域社 

会との連携や地域貢献活動を推進 

強化する。 

 

34. 地域連携センターにおいて、あ 

らゆる年代の方を対象とした「市 

民のためのオープンキャンパス」 

を実施する。（市民のためのオープ 

ンキャンパスの実施回数年１回以 

上） 

 

34. 本年度は新型コロナウイルス 

感染症予防のため中止となった 

が、地域連携センター運営委員会 

において各委員から意見を聴取 

し、令和３年度の開催に向けた準 

備を進めた。 

b － 
 

新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、事業の実施を中止し

たため、評価を行うことは適当でな

いと判断し、評価を行わない。 

 

② 講演会、研修会、教育・教養講座 

及び中高教員向教育等を計画、実 

施する。 

 

35. 山陽小野田市と連携し、疾患予 

防・健康増進に関する健康に関す 

る市民講座を開催し、市民の健康 

寿命の延伸に貢献する。（市民講座 

の実施回数年１回以上） 

 

35. ＷＥＢ開催となった山陽小野 

田市のＳＯＳ（ S a n y o - O n o d a 

Station）健康フェスタに、本学 

の教員による健康に係る２本の 

動画（「正しい手洗いの方法」、 

「身近な生薬について」）を投稿 

し参画した。 

また、11 月からのスマイルエ 

イジング強化月間に参画し、山陽 

小野田薬剤師会とタイアップし 

た新型コロナウイルス感染症に 

係るチラシやポスターを作成し 

た。チラシ・ポスターは、市内の 

薬局等を通じ広く配布された。な 

お、ポスターは本学の学生が新型 

コロナウイルス感染予防等に係 

るデザインを作成した。 

a － 
 

新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、事業の実施を中止し

たため、評価を行うことは適当でな

いと判断し、評価を行わない。 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

 
 

36. 市民を対象に、科学にまつわる 

身近な話題を提供する「サイエン 

ス・カフェ」を開催し、教育・研究 

と地域貢献が一体化した生涯教育 

の充実を図る。（サイエンス・カフ 

ェの実施回数年６回以上） 

 

36. 山陽小野田市立中央図書館と 

連携してサイエンス・カフェを実 

施した。当初年６回実施する計画 

であったが、新型コロナウイルス 

感染拡大防止のため、５・６月が 

中止となったため、年４回（８・ 

10・12・２月）実施した。 

a a 

 

 

 

 
 

37. 県内を中心とする中学・高校の 

理科教員を対象に、理科の授業に 

役立つ実践的なプログラムを提供 

する「理科教員のためのリカレン 

トセミナー」を開催する。（理科教 

員のためのリカレントセミナーの 

実施回数年１回以上） 

 

37. 本年度は新型コロナウイルス 

感染予防のため中止となったが、 

地域連携センター運営委員会に 

おいて各委員から意見を聴取し、 

令和３年度の開催に向けた準備 

を進めた。 

a － 
 

新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、事業の実施を中止し

たため、評価を行うことは適当でな

いと判断し、評価を行わない。 

 

③ 地域の技術力向上の支援（技術相 

談、企業教育支援、専門家派遣、人 

材の供給等）を行う。 

 

38. 技術相談会、研究室公開、情報 

交換会等を開催し、大学の研究 

シーズと企業の技術ニーズのマッ 

チングを支援する。（研究・技術公 

開の実施回数年１回以上） 

 

38. 大学の研究シーズを広く知っ 

ていただくため研究シーズ集 

2020-2021 を作成した。また、 

ＷＥＢ開催となったイノベーシ 

ョンジャパンに本学教員の研究 

を 1 点出展した。技術相談会、 

研究室公開は、新型コロナウイ 

ルス感染予防のため中止となっ 

たが、地域連携センター運営委 

員会において各委員の意見を聴 

取し、令和３年度開催に向けた 

準備を進めた。 

b － 
 

新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、事業の実施を中止し

たため、評価を行うことは適当でな

いと判断し、評価を行わない。 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

④ 学生向けの地域教育の推進及び 

地域活動の支援（大学施設・設備の 

提供、教員知識の活用等）を行う。 

 

39. 社会調査・統計処理の基礎技術 

を習得し、フィールドワークの結 

果を統計的に分析することで、当 

該地域の課題を明らかにし、解決 

策を考えることができる人材を育 

成する。（フィールドワークを基に 

した課題解決授業の開講年１科目 

以上） 

 

39. 「地域社会学」において、学生 

が山陽小野田市内でフィールド 

ワークを行い、得られたデータを 

統計的に分析し、地域の課題とそ 

の解決策を考察する授業を行っ 

た。 a a 

 

 

 

 
 

40. 地域のキーパーソン、産業界の 

リーダーを講師として招き、討論 

と分析・発表等を行いながら幅広 

い視野と分析力、意思決定力、問題 

解決力、リーダーシップを有する 

人材を育成する。（リーダーシップ 

を育成する授業の開講年１科目以 

上） 

 

40. 工学部及び薬学部において 

「リーダーシップ論」を開講し、 

リーダーシップを有する人材の 

育成に取り組んだ。 

a a 

 

 

 

 
 

41. 地域の歴史・文化の理解を深め、 

物事を多角的にみる能力を養うた 

めに、あらゆる分野の一線で、また 

地域で活躍する方を講師として招 

き、人文科学、社会科学及び自然科 

学の視点から俯瞰できる能力をも 

つ人材を育成する。（学術と地域文 

化を学ぶ文理融合授業の開講年２ 

科目以上） 

 

41. 薬学部は「学術と地域文化」、 

工学部は「地域産業論」、「地域社 

会学」を開講し、地域で活躍する 

講師を招聘し歴史や文化を学ぶ 

講義を行った。また、地域の歴史・ 

文化の理解を一層深めるためカ 

リキュラムの改編を行い、令和３ 

年度から「歴史学」を開講するこ 

ととした。 

a a 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

⑤ 地元小中高への出前授業や実験 

体験、市民への大学開放を実施す 

る。 

 

42. 大学の授業を一般市民に開放す 

る「大学開放授業」を開講し、市民 

が生涯にわたって行う学習活動を 

行う場として大学を開放する。（大 

学開放授業の開講数年 10 科目以 

上） 

 

42. 新型コロナウイルス感染予防 

のため学内における大学開放授 

業は中止となったが、本学の教員 

が山陽小野田市立図書館に出張 

し、科学や薬学にまつわる身近な 

話題を紹介するサイエンス・カフ 

ェを年４回開催した。 

b － 
 

新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、事業の実施を中止し

たため、評価を行うことは適当でな

いと判断し、評価を行わない。 

 

 
 

43. 生涯教育プログラムに関する市 

民アンケートの結果を基に、人生 

100 年時代を見据えた生涯教育プ 

ログラムを実施する。（生涯教育プ 

ログラムの実施回数年１回以上） 

 

43. 薬学部の教員が講師を務める 

薬草講座を開催した。講座の中で 

は、山陽小野田薬剤師会にも協力 

いただき健康に関連する講演等 

を実施した。 
a a 

 

 

２ 産業界との連携 

 

① 大学の技術シーズと企業の技術 

ニーズのマッチングを図り、支援 

する仕組みを構築する。 

 

44. 全教員の技術シーズ集を作成 

し、大学の技術シーズと企業の技 

術ニーズのマッチングを図る産業 

技術コーディネーターによる市内 

企業訪問を実施する。（県内・市内 

企業との新規共同研究又は受託研 

究数２件以上） 

 

44. 大学の研究シーズと市内企業 

の技術ニーズのマッチングを図 

るため、産学連携コーディネー 

ターによる市内企業訪問を行い、 

新規研究契約を３件締結した。大 

学の研究シーズと企業の技術 

ニーズのマッチングのための研 

究シーズ集 2020-2021 を作成し 

た。また、研究シーズ展示会イノ 

ベーションジャパン WEB 開催に 

本学教員の研究を１件出展し、期 

間中 1,832 社からアクセスがあ 

った。 

a a 

 

産学連携コーディネーターによ 

る企業訪問等の積極的な活動によ 

り、大学の研究シーズと企業の技術 

ニーズのマッチングを図り、企業と 

の新規研究契約を３件締結し、目標 

の「２件以上」を達成している。 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

② 研究連携、シンポジウム、セミ 

ナー及び研究成果の活用促進等大 

学の外に向けた活動を活性化す 

る。 

 

45. 共同研究の実施件数、受託研究 

の委託件数、特許の取得件数の増 

加を目指す。また、地元企業と、共 

同研究及び受託研究等の推進、研 

究者や技術者の人的交流、イン 

ターンシップ等に取り組む。（地元 

企業との包括連携協定の締結１件 

以上） 

 

45. 共同研究 29 件（昨年 19 件）、 

受託研究 22 件（同 13 件）、公募 

助成金 26 件（同 19 件）を獲得 

し、特許４件の出願を行った。地 

元企業と共同研究及び受託研究 

を推進するために、研究推進機構 

に地元企業から客員研究員を委 

嘱し、研究者の人的交流を推進し 

た。また、市内に立地する田辺三 

菱製薬工場株式会社と包括連携 

協定を締結した。 

a a 

 

 

 ３ 政策形成等に貢献するシンクタンク機能の発揮 

 

地域の課題に対して積極的に市や 

商工会議所の委員会、審議会に参加 

する。 

 

46. 地方自治体や地域民間団体の審 

議会及び委員会に委員として参加 

し、産学官の連携を推進する。（地 

方自治体や地域民間団体の審議会 

等委員の就任件数年 20 件以上） 

 

46. 山陽小野田市との連携事業に 

ついて、連携依頼シートを活用し 

情報の把握、整理に努め、本年度 

は 45 件の連携事業があり、20 名 

の教員が審議会等の委員に就任 

した。本学からも６件の連携事業 

を山陽小野田市に依頼するなど 

連携を推進した。 

a a 

 

地方自治体や地域民間団体の審 

議会等の委員に 20 名の教員が就任 

し、目標を達成している。また、 

山陽小野田市とは 45 件の連携事業 

を実施するとともに、大学から山 

陽小野田市に６件の連携事業を依 

頼する等、地域課題に積極的に取 

り組み、シンクタンク機能を発揮 

し、政策形成等に貢献している。 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 ４ 学生の地元定着 

  （１） 入学者に占める県内学生割合の向上 

 

入学者選抜の適正な実施に留意し 

つつ、入学者に占める県内出身者の 

割合を高めていく。 

 

47. 山口県内高校出身者を対象とし 

た地域推薦県内枠、山陽小野田市 

内高校出身者及び在住者を対象と 

した地域推薦市内枠を継続し、そ 

の活用を最大限に図り入学定員を 

充足する。（入学者に占める県内出 

身者の割合 25％以上） 

 

47. 学校推薦型選抜の地域推薦市 

内枠の志願者と合格者が増加し、 

令和３年４月入学者に占める県 

内出身者の割合は 31.0％となっ 

た。また、山陽小野田市、山陽小 

野田市教育委員会、山陽小野田市 

内４高校（厚狭高、小野田高、小 

野田工業高、サビエル校）、本学 

が「学ぶ喜び、知る喜び」をテー 

マに包括連携教育・協力に関する 

協定を締結した。 

a a 

 

 

  （２） 県内就職割合の向上 

 

大学を卒業し、県内に就職する者 

の割合を高めていく。 

 

48. 山口県インターンシップ推進協 

議会との連携を強化し、県内企業 

インターンシップの参加率を高め 

る。（卒業者に占める県内就職者の 

割合 30％以上） 

 

48. 新型コロナウイルス感染予防 

のため、インターンシップへの参 

加者は述べ 34 名（うち市内企業 

等 10 名）と例年と比べて少ない 

結果となったが、就職者に占める 

県内就職者の割合は 41.9％とな 

った。 

a a 

 

インターンシップへの参加者は 

減少したが、卒業者に占める県内就 

職者の割合は増えている。引き続き 

関係機関と連携し、県内就職者を増 

やす取組を積極的に展開されるこ 

とを期待する。 

  【地域社会との連携、地域貢献に関する指標】 

  

[7] 入学者に占める県内出身者率 

 25％以上 

（参考） 

 地域枠募集人員 76 人 

÷入学定員 320 人 

 

[7] 入学者に占める県内出身者率 

 31.0％以上 

 県内出身者 104 人 

       ÷入学者 335 人 a a 

 

入学者に占める県内出身者率が 

31.0％と目標の「25％以上」を上回 

っている。県内出身者の割合は、平 

成 31 年４月入学者を除き、毎年、 

伸びており、この実績は、これまで 

で最高の割合となっている。県内出 

身者の獲得に向けた取組が順調に 

行われていると評価できる。 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

 
 

[8] 県内企業就職率 37.4％以上 

県内就職者 ÷ 就職者 

（参考） 

令和元年度 

県内就職者 67 人÷就職者 179 人 

 

[8] 県内企業就職率 41.9％ 

県内就職者 54 人÷就職者 129 人 

a a 

 

就職者に占める県内企業就職率 

が 41.9％と目標の「37.4％」を上回 

っている。県内企業就職率の割合 

は、平成 31 年３月卒業者を除き、 

毎年、伸びており、この実績は、こ 

れまでで最高の割合となっている。 

キャリア支援の充実が順調に行わ 

れていると評価できる。 

Ⅲ. 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 １ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 

  （１） 業務執行体制の強化 

 

① 理事長、学長を中心とした運営体 

制の構築 

経営審議会、教育研究審議会、教授 

総会、研究科会議等の管理運営と教 

育研究の緊密な運営体制を構築す 

る。 

 

49. 理事会、担当理事制、副学長制 

を活かし、管理運営と教育研究の 

緊密な運営を行う。本学の教育、研 

究及び社会貢献に係る戦略に関す 

る事項を審議する機関として、総 

合戦略会議を創設する。（総合戦略 

会議の開催年 10 回以上） 

 

49. 本学の教育、研究及び社会貢献 

に係る戦略に関する事項を審議 

する機関として総合戦略会議を 

創設し、理事会、学長室会議との 

連携と情報共有を行い円滑な会 

議運営を行った。また、副学長の 

職務の見直しを図るとともに、男 

女共同参画及び女性活躍推進を 

担当する副学長を１名増員し、女 

性活躍推進計画を策定した。 

a a 

 

大学の教育、研究及び社会貢献に 

係る戦略に関する事項を審議する 

機関として、総合戦略会議を創設す 

るとともに、副学長の職務の見直し 

や男女共同参画及び女性活動推進 

を担当する副学長の新たな配置を 

行う等、積極的な業務執行体制の強 

化に取り組んでいる。 

 

② 簡素で機能的な組織の編成 

運営組織の目的や業務内容の見直 

しを定期的に行い、簡素で効率的な 

組織を構築する。 

 

50. 教育研究に関し、教育研究審議 

会、学部運営会議、教授総会等の機 

能を見直し、地方独立行政法人法 

に基づいた簡素で効率的な運営組 

織に移行する。 

 

50. 理事長、学長、副学長、学部長、 

研究科長、事務局長等を構成員と 

する総合戦略会議を設置し、教育 

研究に関する部局間の連絡・情報 

共有を綿密に行うことにより、縦 

割りによる組織の無駄を削減し、 

地方独立行政法人法に基づいた 

簡素で効率的な組織運営に努め 

た。 

a a 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

  （２） 人材育成の強化 

 

① 適切な人事評価制度の確立 

教員の能力、意欲、業績及び大学運 

営への貢献度が自己の処遇に適切に 

反映される多面的な人事評価制度を 

確立する。 

 

51. 学校教育法及び大学設置基準に 

基づく教育職員の配置を行い、教 

授、准教授となるための資格、昇任 

及び昇格基準の見直しを図り、適 

切な人事評価と人材育成の強化を 

図る。 

 

51. 教員業績評価委員会を組織し、 

教員の研究業績、教育活動、社会 

貢献及び大学運営への貢献度を 

多面的に評価する教育職員人事 

評価を試行した。また、非常勤講 

師が担当している英語必修科目 

について、英語を母国語とする専 

任教員の公募を実施した。 
a a 

 

 

 

② 計画的な職員の採用と配置 

大学事務における専門性を強化す 

るため、職員人事計画を策定し、業務 

内容に応じた適材適所配置と人材確 

保を行う。 

 

52. 大学事務における専門性を強化 

するため、公立大学協会における 

業務別の大学事務研修会に、職員 

を計画的に派遣する。（公立大学協 

会研修会への職員派遣年２回以 

上） 

 

52. 公立大学協会における政策研 

修会、会計セミナー、認証評価研 

修会、オンライン会議システムを 

使用した会議の運営方法研修会、 

公立大学リスクマネジメントセ 

ミナー等に参加。その他各部署に 

て担当業務に関する研修会等（公 

立大学協会以外も含む）に参加を 

行い専門性の強化を図った。 a a 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

③ 事務職員の職能開発 

管理運営及び教育研究支援等の向 

上に向けた組織的な職員研修（ＳＤ 

活動）を計画的に実施する。 

 

53. 管理運営及び教育研究支援等の

向上に向けた組織的な職員研修（Ｓ

Ｄ研修会）を実施する。（ＳＤ研修の

実施回数年２回以上） 

 

53. 事務職員を対象に組織的な研 

修を次のとおり開催した。 

・「ビジネスマナー研修」４月 14日、 

４月 17 日 

・「本学の１０年後のあるべき姿」 

６月 22 日 

・「地域活性化を図るための具体的 

な提案」、「キラリと光る大学にな 

る施策」、「学生生活の満足度を高 

めるための方策」、「特色ある教育 

とは」、「教職協働に必要な能力と 

人間力」７月 22 日 

・「入試アドバイザー研修」７月 29 

 日 

・「混迷する大学入試改革を乗り越 

えて ～横浜市立大学での取り組 

みから～」11 月 27 日 

・「普通救命講習Ⅰ」11 月、３月 

・「安全保障輸出管理について」12 

月２日 

a a 

 

大学の管理運営及び教育研究支 

援等の向上に向けた組織的な職員 

研修（ＳＤ研修）を９回実施し、目 

標の「年２回以上」を大きく上回っ 

ており、事務職員の職能開発に積極 

的に取り組んでいる。 

  （３） 地域に開かれた大学づくりの推進 

 

① 大学に関する情報の積極的な提 

 供 

多様な広報の手段や機会を効果的 

に活用し、社会への説明責任を果た 

すと共に、大学ブランド力を高める 

ための情報提供、広報活動を推進す 

る。 

 

54. オープンキャンパス、進学相談 

会、高校訪問、メディア等による広 

報活動を推進し、前年度を上回る 

志願者を獲得する。（高校生対象 

オープンキャンパスの実施回数年 

１回以上） 

 

54. 新型コロナウイルス感染予防 

のため、来場型のオープンキャン 

パスではなく、８月上旬にオンラ 

インを活用したオープンキャン 

パスを開催し、全国から 555 名の 

参加申込みがあった。高校訪問に 

ついては新型コロナウイルス感 

染防止のため規模を縮小し、山口 

県内の学校推薦型選抜合格高校 

を訪問し入学前教育の説明を行 

った。 

a a 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

② 外部有識者が大学運営に参画す 

る仕組みの充実 

理事、経営審議会、教育研究審議会 

の委員等に外部有識者を委嘱し、大 

学運営に参画する体制を構築する。 

 

55. 理事、経営審議会委員、教育研 

究審議会委員に外部有識者、学識 

経験者を委嘱し、大学運営の中立 

性、透明性が担保されるよう配慮 

する。 

 

55. 理事６名中２名、経営審議会委 

員９名中５名、教育研究審議会委 

員 12 名中４名の学外者を委嘱 

し、外部有識者の割合は 40.7％ 

（27 名中 11 名）となった。また、 

外部有識者を含めた理事、監事、 

経営審議会委員、教育研究審議会 

委員が反社会的勢力等との関係 

がない旨の誓約書の提出を要す 

る自主基準を設け、理事、監事、 

経営審議会委員及び教育研究審 

議会委員から提出を受けた。 

a a 

 

理事や経営審議会、教育研究審議 

会の委員に外部有識者を積極的に 

委 嘱 し 、 外 部 有 識 者 の 割 合 が 

40.7％を占めている。大学運営の中 

立性、透明性が確保されるよう、今 

後も積極的に外部有識者の委嘱に 

努め、外部有識者が大学運営に参画 

する体制の構築に努めていただき 

たい。 

 

③ 初等中等教育への支援 

小・中学校における理科教育事業 

や教員の指導力向上のための研修会 

等に講師を派遣する。 

 

56. 山陽小野田市内の小・中学校対 

象の「ほんものの科学体験講座」、 

「小学生が学ぶ医薬品教室」等を 

実施する。（ほんものの科学体験講 

座の実施回数年 20 回以上） 

 

56. 本年度は新型コロナウイルス 

感染予防のため中止となったが、 

地域連携センター運営委員会に 

おいて各委員の意見を聴取し、令 

和３年度開催に向けた準備を進 

めた。 

a － 
 

新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、事業の実施を中止し

たため、評価を行うことは適当でな

いと判断し、評価を行わない。 

 

 
 

57. 山陽小野田市教育委員会と連携 

し、教職課程履修学生が市内の小・ 

中学校へ理科授業の準備、実験、個 

別指導を補助するスクールボラン 

ティアを派遣する。（スクールボラ 

ンティアの派遣校数年２校以上） 

 

57. 本年度は新型コロナウイルス 

感染予防のため活動は一旦休止 

となったが、令和３年度以降に活 

動が可能になった時、迅速に対応 

できるよう学内での学生による 

活動を再開し準備を進めた。 

a － 
 

新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、事業の実施を中止し

たため、評価を行うことは適当でな

いと判断し、評価を行わない。 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

  （４） 評価制度等の活用による業務運営の改善に向けた継続的な取組の推進 

 

① 自己点検評価及び外部監査を活 

用し、業務運営の改善に向けた継 

続的な仕組みを構築する。 

 

58. 内部監査を実施し、大学運営の 

改善・向上につなげるよう適切に 

機能させる。（内部監査の実施回数 

年１回以上） 

 

58. 内部監査規程及び内部監査計 

画書に基づき、監査室による内部 

監査を行い、令和２年度について 

は科学研究費補助金に関する書 

面監査とヒアリング及び実地監 

査が行われ、理事長に報告書が提 

出された。また、研究機器セン 

ター、機械設計工作センターを対 

象に固定資産の現物調査を実施 

した。 

a a 

 

 

 

② 監査法人等が行う外部監査の仕 

組みを構築する。 

 

59. 監事監査を実施し、業務運営の 

改善に向けた継続的な取り組みを 

推進する。（監事監査の実施回数年 

１回以上） 

 

59. 監事監査計画に基づく監事監 

査を年１回実施するとともに、理 

事会、経営審議会、教育研究審議 

会に監事の出席を依頼し意見を 

聴取、業務改善に向けた継続的な 

取組みを推進した。 

a a 

 

 

  （５） 他の教育機関等との連携 

 

① 東京理科大学と姉妹校協定を締 

結し、教育研究、産学連携、人材育 

成及び職員の人事交流等を継続す 

る。 

 

60. 東京理科大学との姉妹校協定に 

基づき、東京理科大学への特別編 

入学制度、大学院特別推薦入学制 

度等を継続する。また、公立諏訪東 

京理科大学との連携を推進する。 

（東京理科大学との職員合同研修 

会の実施回数年１回以上） 

 

60. 東京理科大学特別編入学では 

２名が合格し、東京理科大学大学 

院推薦入学では３名が合格した。 

a a 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

② 公立大学協会加盟校や中四国支 

部大学と連携する。 

 

61. 中国・四国地区の公立大学と大 

学運営及び教育研究に関する勉強 

会及び情報交換を実施する。また、 

公立大学法人等運営事務研究会、 

公立大学協会薬学部会に参加し実 

務的な課題解決に向けた連携を推 

進する。 

 

61. 中国・四国地区の公立大学総 

会、公立大学法人等運営事務研究 

会等にオンラインにより参加し、 

本学の現状報告と意見交換を行 

った。 
a a 

 

 

 ２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

  （１） 教育組織の見直し 

 

自己点検評価や外部評価等を踏ま 

え、学部及び研究科等の教育研究組 

織を見直し、適切な教員配置を行う。 

 

62. 工学教育の質を保証するため 

に、技術者教育プログラムの第三 

者評価機関である日本技術者教育 

認定機構（JABEE）の基準に基づき、 

工学教育の学科自己点検・評価を 

行う。 

 

62. 令和２年度の JABEE 認定教育 

 プログラムの修了者 54 名（卒業 

 生の 29.7％）に修習技術者の資 

 格が授与された。また、JABEE の 

 基準に基づき、学科ごとに JABEE 

 委員や学科会議等で、工学教育の 

 学科自己点検・評価を行い、カリ 

 キュラム・マップ、カリキュラム・ 

 ツリーの点検、成績評価資料の点 

 検等を行い、次回の審査に備え 

た。 

a a 

 

 

 

 
 

63. 薬学教育の質を保証するため 

に、薬学教育プログラムの第三者 

評価機関である薬学教育評価機構 

（JABPE）の基準に基づき、薬学教 

育の学科自己点検・評価を行う。 

 

63. 薬学教育評価機構(JABPE)に基 

 づく薬学部薬学科自己点検・評価 

 を行うために、薬学部自己点検・ 

 評価委員会を設置し、学科自己点 

 検・評価を推進した。また、薬学 

 部年報委員会を設置し、薬学部に 

 おける教育研究活動の自己点検 

 を「年報」として年度毎に取りま 

 とめ公表に向けた準備を行った。 

a a 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

  （２） 薬学部の設置 

 

平成３０年４月に現在の校地内に 

薬学部を開設する。 

 

64. 薬学共用試験の準備を適切に行 

い、薬学生が実務実習を行うため 

に必要な知識、態度が、一定の基準 

に達しているかコンピュータを使 

っ て 客 観的 に 評価 す る Ｃ ＢＴ 

（Computer Based Testing）、模 

擬患者が参画する客観的臨床能力 

試験であるＯＳＣＥ（Objective  

Structured Clinical Examina- 

tion）の試行試験を実施する。ま 

た、模擬患者の募集と研修を実施 

する。（模擬患者の養成数 30 名以 

上） 

 

64. ６号館３階にＣＢＴ用のコン 

ピュータラウンジを２室新設し、 

ＣＢＴの試行試験を実施した。ま 

た、模擬患者のガイダンスを３回 

実施し、模擬患者 57 名の登録が 

あった。 

a a 

 

 

 ３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

  （１） 教職員にインセンティブが働く仕組みの確立 

 

外部研究費の獲得件数の増等、教 

育研究活動の活性化や教職員の資質 

の向上に資する仕組みを構築する。 

 

65. 科学研究費補助金の申請説明会 

を開催し、科研費応募資格保有者 

による科学研究費補助金の申請率 

と採択率の増加を目指す。（科学研 

究費補助金の申請率が科研費応募 

資格保有者の 75％以上） 

 

65. 新型コロナウイルス感染予防 

のため、本年度の科学研究費補助 

金に係る説明会は、新たな取組と 

して動画配信による説明会を導 

入し、科研費申請に向けたポイン 

トなどについての情報提供を行 

った。この結果、科研費応募資格 

保有者の申請率は 74.3％、科研 

費獲得額は 71,578 千円と、昨年 

度 42,846 千円に対し約 1.7 倍に 

増加した。 

a a 

 

新型コロナウイルス感染症拡大 

予防のため、科学研究費補助金の 

申請説明会を動画配信という新た 

な取組により実施した。科学研究 

費補助金の申請率は科研費応募資 

格保有者の 74.3％と目標の 75％を 

僅かに下回ったが、ほぼ達成して 

いる。また、科研費獲得額 71,578 

千円は前年度（42,846 千円）の 

1.7 倍と大幅に増加しており、今 

後も引き続き、教育研究活動の活 

性化及び教員の意識向上を図り、 

外部研究費の獲得に向けて積極的 

に取り組まれることを期待する。 

 

4
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

① 教育職員の人事制度、採用方針及 

び計画等をとりまとめる教員人事 

委員会を設置し、全学的な視点に 

立った制度を構築する。 

 

66. 教育職員の長時間労働の防止と 

健康管理の観点から、ＷＥＢシス 

テムを利用した健康管理時間の把 

握を行う。 

 

66. 教育職員の人事制度及び採用 

方針をまとめた教員人事関係取 

扱要項、採用計画をまとめた教員 

ガントチャートを教員人事委員 

会にて作成し実行した。新型コロ 

ナウイルス感染防止に伴い教育 

職員のテレワークを併用したこ 

とから、次年度に向けテレワーク 

を含めた出退勤システムの選定 

を検討することとした。また、女 

性活躍推進委員会を設置し、女性 

活躍推進法に基づく女性の活躍 

推進に向けた行動計画を策定し 

た。 

a a 

 

 

 

② 事務職員の適正な定数管理のも 

と、全学的な視点・方針に則り、限 

られた人材を効果的に配置する。 

 

67. 事務職員の自己申告制度を活用 

し、全学的な視点・方針に則り、限 

られた人材を効果的に配置する。 

また、山陽小野田市と事務職員の 

人事交流を行い、市と大学が連携 

した人材育成を実施する。 

 

67. 事務局人材育成基本方針及び 

事務職員人事評価実施要領を定 

め、事務職員の職務遂行能力や勤 

務実績を客観的かつ公正に評価 

する人事評価制度を自己申告制 

度と共に運用を開始した。障害者 

雇用促進法に基づく法定雇用率 

を遵守し、障がいのある職員が特 

性や個性に応じて能力を発揮し 

活躍できる職場を目指す「障害者 

活躍推進計画」を策定した。また、 

山陽小野田市と事務職員の人事 

交流を実施した。 

a a 

 

 

 

 

 

 

 

4
6

 

 



 

中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 ４ 事務等の効率化、合理化に関する目標を達成するための措置 

 

(１) 外部委託の活用、情報化の推進 

等、業務の効率化を行う。 

 

68. 学生アパート紹介業務、学生宿 

舎の管理、客員宿舎の管理、生命科 

学研究施設の管理運営、清掃業務、 

警備業務等について外部委託を活 

用し、業務の効率化を行う。 

 

68. 薬用植物園管理業務、学生ア 

パート紹介業務、学生宿舎の管 

理、客員宿舎の管理、生命科学研 

究施設の管理運営、清掃業務、警 

備業務等について外部委託を活 

用し、業務の効率化を行った。 

a a 

 

 

 

(２) 学内の各種データや業務手順 

書等をデータベースとして一元化 

する。 

 

69. 教育研究・経営・財務情報など 

大学の諸活動に関する情報収集及 

び蓄積、学生の学習成果など教育 

機能についての調査分析、大学経 

営の基礎となる情報の分析を行 

い、またそれらの分析結果の提供 

を通じて、大学の自己評価、意思決 

定 に 寄 与す る 活動 で ある ＩＲ 

（Institutional Research）を推 

進するために、事務局にＩＲ室を 

設置する。 

 

69. ＩＲ室を新設し、理事長からの 

指示に基づき、入学者成績追跡調 

査、オンライン授業実施による教 

育成果、授業科目の評価、大学院 

卒業者の履修の現状、薬剤師国家 

試験 100％合格に向けた授業改 

善、入試種別によるＧＰＡの分析 

結果、地域別志願者の推移、教員 

別学生評価一覧等の分析結果の 

提供を行った。 

a a 

 

 

Ⅳ．財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

１ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

（１） 授業料学生納付金 

 

大学院の入学定員増を行い、学生 

納付金の安定的確保を図る。 

 

70. 大学院薬学研究科薬学専攻の設 

置に向け、基本構想に基づき、大学 

院設置申請書の作成を行う。 

 

70. 大学院薬学研究科設置準備委 

員会を組織し、薬学研究科の設置 

構想及び設置に向けたロードマ 

ップを作成し、設置に向けた準備 

をスタートした。 a a 

 

大学院薬学研究科薬学専攻の設 

置に向け、設置準備委員会を組織 

し、大学院設置申請書の作成に向 

けての取組をスタートされた。設 

置準備委員会を中心に、関係機関 

等と協力・連携し、計画どおり大 

学院薬学研究科が設置できるよう 

準備を進められることを期待する。 

 

4
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

  （２） 外部資金等の積極的導入 

 

研究助成金や競争的研究資金の採 

択率を高めるための措置を講じる。 

 

71. 外部資金及び競争的資金獲得に 

向けた研修会を開催する。（外部資 

金及び競争的資金獲得に向けた研 

修会の実施回数年１回以上） 

 

71. 外部資金等に係る募集情報を 

掲示板等で随時提供するととも 

に、応募テーマと研究テーマが近 

い教員へは個別情報提供を行う 

など支援強化を図った。また、生 

命・医学系研究に携わる研究者を 

対象に、e-Learning による生命・ 

医学系研究の倫理及び臨床研究 

の基礎知識講座の研修を実施し 

た。 

a － 
 

新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により、事業の実施を中止し

たため、評価を行うことは適当でな

いと判断し、評価を行わない。 

 ２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

 

中・長期財政計画に基づき、適正な 

予算編成と厳格な予算執行を行う。 

 

72. 研究代表者として外部資金及び 

科学研究費補助金等を獲得した教 

員に対し、教員研究費としてイン 

センティブ特別配分を実施する。 

 

72. 研究代表者として外部資金及 

び科学研究費補助金等を獲得し 

た教員に対し、教員研究費として 

インセンティブ特別配分を実施 

した。また、新任教員に対する研 

究費執行に関する説明会を開催 

し、新任教員全員が出席した。 

a a 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 ３ 資産の管理及び運用に関する目標を達成するための措置 

 

① 教室の稼働率、体育施設の利用状 

況、図書館の利用者数等、施設設備 

の利用状況を調査し、その結果に 

基づき、施設設備の運用改善、有効 

活用を図る。 

 

73. キャンパスマスタープランの内 

容を計画的に実現し、経営的視点 

に立って建築物等のファシリティ 

を有効・適切に計画・運営・管理を 

行うファシリティ・マネジメント 

（Facility management）を行い、 

時代や社会のニーズに合った教育 

研究活動の展開に貢献する。 
 

 

 

73. キャンパスマスタープランに 

基づき、施設設備の利用状況を調 

査し、６号館３階の 631・632 研 

究室を、コンピュータ教室に改修 

し、施設の有効活用を図った。ま 

た、インフラ長寿命化計画を作成 

し、施設の長寿命化を行う改修及 

び建築物等の修繕を計画的に行 

うことで施設の延命化を図るこ 

ととした。このほか、部室棟の建 

設に向け、企画・提案能力のある 

者を選ぶプロポーザル方式によ 

って業務委託先を選定した。 

a a 

 

キャンパスマスタープランの着 

実な実施及びインフラ長寿命化計 

画の作成により、施設設備の運用改 

善及び有効活用が図られるととも 

に、適切かつ計画的な保守・管理が 

行われることにより、施設の延命化 

が図られ、施設設備の資産価値の保 

全が期待できる。 
 

② 施設設備の資産価値を保全し、大 

規模修繕等の経済的損失を最小限 

に抑えるため適切かつ計画的な保 

守・管理を行う。 

Ⅴ．自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するための措置 

１ 自己点検、評価を実施する体制の整備 

 

加盟する認証評価機関の評価基準 

と評価項目に沿って、自己点検・評価 

を実施する。併せて、中期計画の目標 

達成状況を自己評価する。 

 

74. 日本高等教育評価機構から受け 

た機関別認証評価における「適合」 

の評価を維持するため、評価項目 

に沿った自己点検・評価に取り組 

む。同様に昨年度、日本技術者教育 

認定機構（JABEE）から認定された 

６年間の専門分野別認証評価を維 

持するため工学教育の自己点検・ 

評価に取り組む。 

 

74. 第１期中期目標期間（平成 28 

年度～令和３年度）における大項 

目別の自己点検評価を行い、業務 

実績見込報告書としてとりまと 

めホームページに掲載し公表し 

た。工学部の各学科ＪＡＢＥＥ委 

員会では、次期審査に備えた成績 

評価資料の整理及び保管を行っ 

た。また、動物実験委員会では、 

公益社団法人日本実験動物学会 

の基準に基づき、動物実験に関す 

る自己点検・評価報告書及び動物 

実験に関する現況調査票等を作 

成し、ホームページに掲載し公表 

した。 

a a 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

２ 自己点検、評価の内容、方法の充実 

 

具体的に設定された指標や達成水 

準に基づいた自己点検・評価を実施 

し、その評価結果を適切に大学運営 

の改善に反映させる。 

 

75. 機関別認証評価機構の指標に準 

じた自己点検・評価システムの仕 

組み自体の機能が適切であるかに 

ついて点検を行う。また、薬学部に 

おける薬学教育評価機構にて設定 

された指標に基づき自己点検・評 

価の試行に取り組む。 

 

75. 一般財団法人大学教育質保証・ 

評価センターの指標に準じた自 

己点検評価を行い、点検ポートフ 

ォリオの素案を作成した。また、 

薬学教育評価機構の評価基準に 

基づき、薬学教育のカリキュラ 

ム・マップ、カリキュラム・ツ 

リー、薬学教育モデル・コアカリ 

キュラムと本学授業科目との対 

比表を基に自己点検を行った。 

a a 

 

一般財団法人大学教育質保証・評 

価センターの指標に準じた自己点 

検評価を行い、点検ポートフォリオ 

の素案の作成や、薬学教育評価機構 

の評価基準に基づき自己点検を行 

う等、自己点検・評価システムの仕 

組み自体の機能が適切であるかに 

ついての点検を行っている。自己点 

検・評価が適切に大学運営の改善に 

反映できるよう引き続き積極的な 

取組が期待される。 

３ 評価結果の公表 

 

自己点検、評価の結果については 

要約した資料を公表する。 

 

76. 年度計画に対する自己点検評価 

の結果、公立大学法人評価委員会 

による第三者評価の結果を大学 

ホームページに掲載する。 

 

76. 令和元年度の年度計画に対す 

る自己点検評価を行い、業務実績 

報告書を作成し、ホームページに 

掲載し公表した。また、山陽小野 

田市公立大学法人評価委員会に 

よる令和元年度業務実績に対す 

る評価書及び第１期中期目標期 

間（平成 28 年度～令和３年度） 

における業務実績見込に関する 

評価書をホームページに掲載し 

公表した。 

a a 

 

令和元年度の年度計画に対する 

自己点検・評価を行い、その結果を 

大学ホームページに掲載するとと 

もに、山陽小野田市公立大学法人評 

価委員会が行った令和元年度の業 

務実績に係る評価結果についても 

大学ホームページに掲載し、適切に 

公表している。今後も引き続き積極 

的な情報の公表に取り組んでいた 

だきたい。 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

Ⅵ．その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置 

１ 施設設備の整備、活用等に関する目標を達成するための措置 

 

良好な教育研究活動環境を維持す 

るため、既存施設の修繕計画や新た 

な施設設備及び実験機器の整備計画 

を策定する。 

 

77. 施設整備計画に基づき、新グラ 

ウンド、新テニスコートの整備を 

行う。 

 

77. 新グラウンド、新テニスコート 

は山陽小野田市が整備を行うた 

め、定期的に進捗状況について情 

報交換を行った。また、原校区駐 

車場に街灯を設置し、安全性の向 

上に努めた。 

a a 

 

 

２ 安全衛生管理に関する目標を達成するための措置 

 

学校保健法及び労働安全衛生法に 

基づく安全衛生管理体制を確保し、 

学生や教職員の健康保全及び安全衛 

生に努める。 

 

78. 研究室及び実験室の作業環境測 

定を年２回実施し、化学物質の適 

正な保管管理、作業・移動のための 

スペースの確保、健康に配慮した 

換気など、学生や研究従事者の健 

康保全及び安全衛生に努める。（作 

業環境測定の実施回数年２回以 

上、局所排気装置の点検回数年１ 

回以上） 

 

78. 有機溶剤、特定化学物質、粉じ 

ん：各研究室に作業環境測定に該 

当するか確認し、前期１回、後期 

１回作業環境測定を実施した。ま 

た、ハラスメントの防止、衛生委 

員会によるメンタルヘルス対策、 

衛生管理者による職場巡視を週 

１回、産業医による職場巡視を月 

１回行い、安全衛生問題の早期発 

見・リスク評価を行い、労働災害 

等の防止に努めた。 
a a 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

 
 

79. 薬品管理システムを適切に運用 

し、特定化学物質の環境への排出 

量の把握等及び管理の改善の促進 

に関する法律（PRTR 法）の遵守に 

努める。（高圧ガス・液化ガス利用 

者安全講習会の実施回数年１回以 

上、放射線・Ｘ線実務者訓練の実施 

回数年１回以上） 

 

79. 薬品の薬品管理システムの登 

録・管理を適切に行い、高圧ガス 

についても薬品管理システムに 

登録を行う準備を進めた。Ｘ線・ 

放射線従事者教育訓練をオンラ 

インにより６月９日から７月 31 

日の期間行った。 

また、大学の教育研究活動が環 

境に与える影響を認識し、この影 

響を最小限にするための環境負 

荷の低減に向けた活動を推進す 

るために、ＳＤＧs への取組みを 

含めた「環境報告書」を作成し 

ホームページにより公表した。 

a a 

 

薬品管理システムを適切に運用 

した薬品管理の徹底、新型コロナウ 

イルス感染症拡大の中におけるＸ 

線・放射線従事者教育訓練のオンラ 

インでの実施、ＳＤＧｓへの取組み 

を含めた「環境報告書」の作成等、 

安全衛生管理体制の確保、学生や教 

職員の健康保全及び安全衛生に努 

めている。 

３ 法令遵守及び危機管理に関する目標を達成するための措置 

 

研究費を適正に使用し法令の遵守 

に努める。また、危機管理体制を整備 

するとともに、学生、教職員に対し防 

災訓練等を定期的に行う。 

 

80. 学生及び教職員を対象に防災訓 

練及び自動体外式除細動器（AED） 

救急講習会を実施する。（防災訓練 

及び自動体外式除細動器（AED）救 

急講習会の実施回数年１回以上） 

 

80. 防災訓練を行うとともに、自衛 

消防隊の班活動と消火器訓練及 

びＡＥＤの講習会を実施した。ま 

た、宇部・山陽小野田消防局小野 

田消防署から講師・指導員を派遣 

していただき、成人への救命処 

置、止血法、気道異物の除去等を 

行う普通救命講習（Ⅰ）を複数回 

開催し 83 名の教職員が修了し 

た。 

また、８号館の生命科学研究施 

設内の管理区域において、学生、 

教職員、飼養管理者等が倒れた場 

合の危機管理体制として、人の転 

倒（倒れ）を検知し無線信号を事 

務室及び警備員室に自動送信す 

る「倒れコールシステム」を導入 

した。 

a a 
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中期計画 
令和２年度の年度計画 

法人による自己評価結果 評価委員会による評価結果 

(平成 28 年度～令和３年度) 年度計画の実施状況等 評価 評価 評価のポイント、委員確認事項 

 

 
 

81. 利益相反、営業秘密情報、安全 

保障輸出管理などのリスクマネジ 

メント組織を整備する。 

 

81. リスク管理委員会のもとに、新 

型コロナウイルス感染症対策本 

部を設置し感染予防対策を行い、 

安全保障輸出管理に関する事務 

研修を 12 月に実施した。また、 

利益相反ポリシー及び利益相反 

マネジメント実施要綱に基づき 

教職員を対象に自己申告アン 

ケートを実施した。そのほかに、 

健康情報等取扱要項を制定し、健 

康情報等が適切に取り扱われる 

仕組みを構築した。 

a a 

 

新型コロナウイルス感染症対策 

本部を設置し、リスク管理に迅速に 

取り組んでいる。 

 

 
 

82. 災害対応能力の向上を目指して 

学生消防団員として活躍する学生 

が今後も増加するように、宇部・山 

陽小野田消防局と連携して周知を 

図る。（学生消防団員加入者数 10 

名以上） 

 

82. 学生消防団員に本年度新たに 

３名が加入し合計で 27 名となっ 

た。また、消防団活動に協力して 

いる事業所を顕彰する消防団協 

力事業所表示制度に基づき、宇 

部・山陽小野田消防局から本学に 

消防団協力事業所として表示証 

が交付された。 
a a 

 

27 名の学生が学生消防団員とし 

て加入し、地域の消防団活動に積極 

的に協力し、宇部・山陽小野田消防 

局から消防団協力事務所として表 

示証が交付されている。引き続き、 

宇部・山陽小野田消防局と連携し、 

危機管理体制の整備・充実に取り組 

まれることを期待する。 
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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学業務実績の評価に対する基本的な考え方 

 

１ 評価の目的 

 (1) 評価により、山陽小野田市立山口東京理科大学の継続的な質的向上を促進する 

こと 

 (2) 評価を通じて、社会への説明責任を果たすこと 

２ 基本方針 

 (1) 評価は、教育研究の特性、自主性、自律性に配慮しつつ、公立大学法人山陽小 

野田市立山口東京理科大学（以下「法人」という。）の継続的な質的向上に資す 

るものとする。 

(2) 評価は、中期目標・中期計画の達成状況を踏まえ、法人の業務実績全体につい 

て総合的に行う。 

(3) 評価は、一連の過程を通じて、法人の状況を分かりやすく示し、社会への説明 

責任を果たすものとする。 

(4) 評価は、法人が自主的に行う組織・業務全般の見直しや次期の中期目標・中期 

計画の検討に資するものとする。 

(5) 評価にかかる業務が法人の過度の負担とならないように留意する。 

(6) 評価の仕組みについては、必要に応じて工夫・改善を行う。 

３ 評価事項 

 (1) 下記(2)及び(3)に掲げる事業年度以外の各事業年度における業務の実績 

(2) 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度における業務の実績及び中期 

目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績 

(3) 中期目標の期間の最後の事業年度における業務の実績及び中期目標の期間にお 

ける業務の実績 

４ 評価方法 

 (1) 評価は、法人の自己点検・評価に基づいて行うことを基本とする。なお、地方 

独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第７９条の規定に基づき、中期目 

標期間における評価は、認証評価機関の評価を踏まえることとする。 

(2) 評価は、「項目別評価」と「全体評価」により行う。 

 ア 項目別評価 

    中期目標・中期計画に定められた各項目の進捗状況又は達成状況を確認し、 

評価を行う。 

 イ 全体評価 

    項目別評価の結果を踏まえ、法人の中期目標・中期計画の進捗状況又は達 

成状況の全体について総合的に評価を行う。 

(3) 評価の透明性・正確性を確保するために、評価結果を決定する前にその結果を 

法人に示して、意見の申立ての機会を設ける。 

(4) 評価の具体的な方法については、別途定める。 
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公立大学法人山陽小野田市立山口東京理科大学各事業年度の業務実績評価実施要領 

 

第１ 趣旨 

この要領は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第７８条の２ 

の規定及び当該規定に基づき定められた山陽小野田市公立大学法人の業務運営並 

びに財務及び会計に関する規則（平成２８年規則第５号）に基づき、山陽小野田 

市公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）が行う公立大学法人山 

陽小野田市立山口東京理科大学（以下「法人」という。）の各事業年度の業務実績 

に関する評価（以下「年度評価」という。）を適切に行うため、「公立大学法人山 

陽小野田市立山口東京理科大学業務実績の評価に対する基本的な考え方」を踏ま 

え、評価の実施に関して必要な事項を定めるものである。 

第２ 評価の目的 

   年度評価は、法人の業務運営の自主的かつ継続的な見直し・改善を促し、法人 

の業務の質的向上、業務運営の効率化、透明性の確保に資することを目的として 

行う。 

第３ 評価の基本方針 

   年度評価は、法人の中期目標の達成に向けた中期計画の進捗状況を確認する観 

点から行い、評価に当たっては、法人の自己点検をもとにし、総合的かつ効率的 

に行うこととする。 

 なお、評価の際は、法人の教育研究の特性や業務運営の自主性・自律性に配慮 

するとともに、評価を通じて、法人の中期目標の達成に向けた取組状況を市民に 

分かりやすく示すよう努めるものとする。 

第４ 年度評価の実施時期 

   年度評価は、当該年度終了後、概ね５か月以内に実施するものとする。 

第５ 年度評価の実施方法 

 １ 評価手法 

   年度評価は、その目的を効率的かつ効果的に達成するため、法人がその業務実 

績に基づいて行う自己評価結果を踏まえ、項目別に評価の上、中期計画の進捗状 

況について総合的な評価（全体評価）を行う。 

２ 評価項目 

  評価項目については、別表１のとおりとする。 

３ 評価基準 

  評価に当たっては、別表２の取扱いを基本に、取組状況や計画の難易度、外的 

要因等、それぞれの状況を総合的に勘案して評価するものとする。 

４ 評価の手順 

 (1) 項目別評価 

  ア 法人による実績報告・自己評価 

    法人は、年度計画記載事項ごと（事業単位）及び評価指標ごと（指標単位） 

の業務実績（年度計画における各事業の実施状況及び事業の成果に関する指 

標）を取りまとめ、上記３に定める評価基準に沿って自己評価を行った上、 

参考資料２ 
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業務実績報告書を作成し、評価の実施時期の属する年度の６月末日までに評 

価委員会に提出する。 

  イ 評価委員会による検証・評価 

   (ｱ) 法人の自己評価結果の検証・評価 

      評価委員会は、法人から提出された業務実績報告書について、法人関係 

者からヒアリング等によって検証の上、事業単位及び指標単位で上記３に 

定める評価基準に沿って評価する。 

 なお、評価委員会は、検証・評価を行う上で必要がある場合、法人に対 

して資料の追加提出を求めることができるものとする。 

   (ｲ) 大項目別評価 

      評価委員会は、事業単位及び指標単位評価の結果を踏まえ、別表１に定 

める大項目ごとに、上記３に定める評価基準に沿って、中期計画の進捗状 

況を総合的に勘案して評価する。 

 (2) 全体評価 

    評価委員会は、項目別評価の結果を踏まえ、中期目標の達成に向けた中期計 

画全体の進捗状況を総合的に勘案して評価する。 

５ 評価書の作成 

 (1) 評価書原案の作成及び法人からの意見の聴取 

    評価委員会は、評価の透明性・正確性を確保するため、上記４に定める手順 

によって評価した結果をとりまとめ、評価書原案を作成し、法人に提示する。 

  法人は、評価書原案に対する意見を書面により評価委員会に申し出るものと 

する。 

 (2) 評価書の確定 

    評価委員会は、評価書原案に対する法人からの意見を踏まえ、必要に応じて 

法人関係者の説明を受けた後、当該意見の適否を審議し、当該案に修正を加え 

る等により評価書を確定する。 

第６ 評価結果の取扱い 

 １ 評価結果の通知及び公表 

   評価委員会は、評価書を作成したときは、遅滞なく当該評価書を法人及び山陽 

小野田市長に送付するとともに、山陽小野田市ホームページ等で公表する。 

２ 評価結果の活用・反映 

  法人は、評価結果を自らの業務運営等の見直し又は改善に活用・反映させてい 

くものとする。 

 なお、評価委員会は、評価に際して、過去の評価結果が法人の業務運営に活 

用・反映されているものか確認するものとする。 

３ 個人情報の取扱い 

  評価の実施に当たっては、山陽小野田市情報公開条例、山陽小野田市個人情報 

保護条例等法令の規定を踏まえ、個人に関する情報その他の情報の取扱いに留意 

する。 
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第７ 評価方法の継続的な見直し 

   この要領については、年度評価の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直すも 

のとする。 

第８ その他 

   この要領に定めるもののほか、評価の実施に必要な事項は、評価委員会が別に 

定める。 

   附 則 

 １) この実施要領は、平成２９年３月２２日から施行する。 

 ２) 令和２年１０月２４日に実施要領の別表 2 の“評価の目安”の一部を追加し、 

参考１と参考２を追加して改訂し、施行する。 

 ３) この実施要領は、令和３年７月１５日から施行する。 
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別表１ 年度評価における評価項目 

評価区分 評価の対象、内容等 

項 

目 

別 

評 

価 

事業単位 

評  価 

年度計画のⅠからⅥの最小項目として記載されている各事項の達成状況 

※ ⅦからⅪに係る実績については、全体評価の際に参考情報としている。 

指標単位 

評  価 
年度計画の各数値目標の達成状況 

大項目 

別評価 

事業単位評価及び指標単位評価を踏まえた、中期計画における６つの大項目

（１５区分）ごとの進捗状況 

 

Ⅰ．教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置 

 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

２ 学生への支援に関する目標を達成するための措置 

３ 研究に関する目標を達成するための措置 

Ⅱ．地域社会との連携、地域貢献に関する目標を達成するための措置 

Ⅲ．業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

 

１ 運営体制の改善に関する目標を達成するための措置 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

３ 人事の適正化に関する目標を達成するための措置 

４ 事務等の効率化、合理化に関する目標を達成するための措置 

Ⅳ．財務内容の改善に関する目標を達成するための措置 

 

１ 自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

３ 資産の管理及び運用に関する目標を達成するための措置 

Ⅴ．自己点検、評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成す 

るための措置 

Ⅵ．その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置 

 

１ 施設設備の整備、活用等に関する目標を達成するための措置 

２ 安全衛生管理に関する目標を達成するための措置 

３ 法令遵守及び危機管理に関する目標を達成するための措置 

全体評価 項目別評価を踏まえた中期計画全体の進捗状況 
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別表２ 年度評価における評価基準 

評価区分 評定 評語 評価の目安 

項 

目 

別 

評 

価 

事業 

単位 

評価 

ａ 年度計画を上回る 上回るもしくは十分な実施 

ｂ 年度計画を概ね実施 実施 

ｃ 年度計画を十分に実施せず 下回るもしくは実施が不十分 

ｄ 年度計画を大幅に下回る 特に劣るもしくは実施せず 

指標 

単位 

評価 

ａ 年度計画を上回る 達成率 100％以上 

ｂ 年度計画を概ね実施 達成率 80％以上 100％未満 

ｃ 年度計画を十分に実施せず 達成率 60％以上 80％未満 

ｄ 年度計画を大幅に下回る 達成率 60％未満 

大項目別

評価ああ 

Ａ 中期計画の進捗は順調 

大項目別（６区分）に、中期計画

の進捗状況について、事業単位

評価及び指標単位評価を総合的

に勘案し、評価 

Ｂ 中期計画の進捗は概ね順調 

Ｃ 
中期計画の進捗はやや遅れて

いる 

Ｄ 中期計画の進捗は遅れている 

全体評価 

中期計画の進捗は順調 

中期計画全体の進捗状況につい

て、項目別評価を総合的に勘案

し、評価 

中期計画の進捗は概ね順調 

中期計画の進捗はやや遅れている 

中期計画の進捗は遅れている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 

 

 



 

 

用語の解説〔P18～P53〕 

 

●学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー） 〔P.18〕 

  学位の授与に関する基本的な考え方について、各大学等が、その独自性並びに特 

色を踏まえ、まとめたもの。この方針において、大学卒業（大学院修了）生に身に 

付けさせるべき能力に関する大学の考えを示すことにより、受験者が大学を選択す 

る際や、企業等が大学卒業（大学院修了）生を採用する際の参考となる。機構の認 

証評価では、同方針について明確に定め、それに照らして、成績評価や単位認定、 

卒業認定が適切に実施され有効なものとなっているかを評価する。 

 

●教育課程の編成方針（カリキュラム・ポリシー） 〔P.18〕 

  教育課程の編成及び実施方法に関する基本的な考え方をまとめたもの。この方針 

の策定に当たっては、教育課程の体系化、単位の実質化、教育方法の改善、成績評 

価の厳格化等について留意することが必要である。機構の認証評価では、同方針に 

ついて明確に定め、それに基づいて教育課程が体系的に編成され、その内容、水準 

が授与される学位名において適切であるかどうかを評価する。 

 

●入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー） 〔P.18〕 

  各大学・学部等が、その教育理念や特色等を踏まえ、どのような教育活動を行い、 

また、どのような能力や適性等を有する学生を求めているのかなどの考え方をまと 

めたもの。 

 

●学修成果 〔P18〕 

「学修成果」は、プログラムやコースなど、一定の学修期間終了時に、学修者一 

人一人が自らの学びの成果として、知り、理解し、行い、実演できるようになった 

内容。「学修成果」は、多くの場合、学修者が獲得すべき知識、スキル、態度などと 

して示される「学修目標」と対応するものと考えられる。その際、「学修目標」は、 

具体的で、一定の期間内で達成可能であり、学修者にとって意味のある内容で、測 

定や評価が可能なものでなければならない。 

※ 学修成果・教育成果の把握・可視化 

「卒業認定・学位授与の方針」に定められた学修目標の達成状況に関する 

様々な情報を入手し、その意味を理解すること（把握）、及び、その内容をよ 

り深く理解し、かつ第三者から見ても理解できる形で表現すること（可視 

化）。把握・可視化にあたっては、全ての学修成果、教育成果を網羅的に把握 

できず、また、把握した情報が全て可視化できるわけでもないという限界が 

存在することや、把握・可視化を行うにあたっては、学生・大学に相応のコ 

ストを要することなどに留意する必要がある。 

 

 

参考資料３ 
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●学位プログラム 〔P18〕 

  大学等において、学生に短期大学士・学士・修士・博士・専門職学位といった学 

位を取得させるに当たり、当該学位のレベルと分野に応じて達成すべき能力を明示 

し、それを修得させるように体系的に設計した教育プログラムのこと。 

 

●カリキュラム・マップ 〔P18〕 

学生が身に付けることが期待される知識・技能・態度等、学修目標として示され 

る項目と授業科目との間の対応関係を示した図の総称。学生と教職員がカリキュラ 

ム全体の構造を俯瞰できるようにすることで、体系的な履修を促す意図を持つ。学 

修目標と各授業科目の対応に加え、授業科目の目標や、開講学期等と組み合わせて 

マトリクス形で示されるものが多くみられる。カリキュラム・マップのうち、特に順 

次性や授業科目間の関係性を示すことを重視して、チャート型等で示したものは、 

カリキュラム・ツリーと呼ばれる。 

 

●履修系統図（カリキュラム・ツリー） 〔P18〕 

カリキュラムにおける履修の体系性を示すため、授業科目相互の関係や学修の道 

筋等を表した図の総称。表現する形や内容により、履修系統図やコースツリー、カ 

リキュラム・チャートとも表現される。学生と教職員がカリキュラム全体の構造を 

俯瞰できるようにすることで、体系的な教育課程の編成・実施や履修を促す意図を 

持つ。 

 

●アセスメント・ポリシー 〔P18〕 

学生の学修成果の評価（アセスメント）について、その目的、達成すべき質的水 

準及び具体的実施方法などについて定めた学内の方針。英国では、高等教育質保証 

機構（QAA：Quality Assurance Agency for Higher Education）が中心となって質 

保証に関する規範（※）を策定し、各大学が満たすべきアセスメントの質的水準や 

手法などについて規定している。各大学では、これを踏まえて学内の方針を定めて 

いる。 

※ 「英国高等教育のための質規範」（UK Quality Code for Higher Education）。 

2011 年に同規範が策定される前は、「高等教育の質及び水準保証のための実施 

規範」（Code of practice forthe assurance of academic quality and Stan- 

dards in higher education）が同様の役割を担っていた。 

 

●実務家教員 〔P19〕 

専任教員のうち、専攻分野における実務の経験及び高度の実務の能力を有する教 

員。専門職大学、専門職短期大学、専門職大学院では、その特性から、設置基準や 

「専門職大学院に関し必要な事項について定める件（平成 15 年 3 月 31 日文部科学 

省告示第 53 号）」により、必置とされる専任教員には「専攻分野における概ね５年 

以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者」を一定割合以上含 

めることが義務付けられている。 
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●アクティブ・ラーニング 〔P19〕 

大学等におけるアクティブ・ラーニングとは、一方向性による知識伝達型の学習 

方法ではなく、学修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。 

学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知 

識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、 

調査学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、 

グループ・ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。 

 

●データサイエンス 〔P20〕 

データに関する研究を行う学問。主に大量のデータから、何らかの意味のある情 

報、法則、関連性などを導き出すこと、又はその処理の手法に関する研究を行うこ 

と。 

 

●ＡＩ（人工知能） 〔P20〕 

ＡＩは、artificial intelligence の略。大まかには「知的な機械、特に、知的 

なコンピュータプログラムを作る科学と技術」と説明されているものの、その定義 

は研究者によって異なっている状況にある。 

 

●テクニカルライティング 〔P.21〕 

テクニカルコミュニケーター協会（※）によれば、テクニカルライティングとは、 

「さまざまな工業製品やサービスを、一般の人向けにわかりやすく説明すること」と 

定義されている。実用文書全般（社内のお知らせ、企画書、報告書等）、大学のレ 

ポートにもその技術が適用できると言われている。テクニカルライティングの技術と 

は、簡単に言えば、「読みやすく誤解の生じにくい文章を書く」技術である。漢字と 

ひらがなの使い分けなどの細かいレベルから、情報の抽出・整理の仕方まで、語句、 

文、段落、章・節・項に分けて整理されている。 

 ※ テクニカルコミュニケーター協会：主に、テクニカルライティングに関係する 

  企業、すなわちコンピュータメーカー、家電メーカー、自動車メーカー等の取扱 

  説明書を作っている会社の人々、編集プロダクション、フリーのライターが関わ 

  る団体。 

 

●ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント：Faculty Development） 〔P.22〕 

  教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組の総称。具体的な 

例としては、教員相互の授業参観の実施、授業方法についての研究会の開催、新任 

教員のための研修会の開催等を挙げることができる。なお、大学設置基準等におい 

ては、こうした意味でのＦＤの実施の各大学に求めているが、単に授業内容・方法 

の改善のための研修に限らず、広く教育の改善、更には研究活動、社会貢献、管理 

運営に関わる教員団の職能開発の活動全般を指すものとしてＦＤの語を用いる場合 

もある。本指針では後者も踏まえつつ、教学マネジメントの一環として実際に教育 

活動を改善していく側面を有する活動としても位置付けている。 

62 

 

 



 

●ピアサポート 〔P.26〕 

  学生生活上で支援（援助）を必要としている学生に対し、仲間である学生同士で 

気軽に相談に応じ、手助けを行う活動。支援を求める側にとっては支援者が学生で 

あることで気軽なサポートが受けられ、支援を行う学生は、サポートを通じて自ら 

を成長させる機会が得られる。（peer：同じような立場の人） 

 

●キャリア支援 〔P.27〕 

  学生が自己の能力や適性、志望に応じて卒後の進路を主体的に選択し、社会的、 

職業的な自立を図るために必要な能力を培うために整備された大学内の支援体制。 

 支援は教育課程やガイダンスの実施、就職に関する情報の収集・提供等を通じて行 

われる。 

 

●インターンシップ 〔P.27〕 

学生が在学中に、企業等において自らの専攻や将来のキャリアに関連した就業体 

験や社会貢献活動に参加することができる制度。 

 

●外部資金 〔P.32〕 

  大学外から入ってくる研究費。科学研究費補助金などの公的機関からの研究助成 

金、民間の財団・企業等からの研究助成金、国や公的機関の委託事業費の委託研究 

費、企業・自治体等との共同・受託研究費、寄附金。 

 

●科学研究費補助金 〔P32.〕 

  学術を振興し、独創的・先駆的な研究を発展させることを目的として、人文・社 

会科学から自然科学に至るあらゆる分野を対象に交付される研究助成費。公募制と 

なっており、各研究者が提出する研究計画書に基づき、審査が行われる。文部科学 

省及び独立行政法人日本学術振興会が提供する競争的研究資金のひとつ。 

 

●経営審議会 〔P.39〕 

経営審議会は、経営に関する重要事項を審議する法定必置機関であり、理事長・ 

副理事長・その他の者により構成される。 

 

●教育研究審議会 〔P.39〕 

教育研究審議機関は、教育研究に関する重要事項を審議する法定必置機関であり、 

学長・学部長・その他の者により構成される。 

 

●ＳＤ（スタッフ・ディベロップメント：Stuff Development）活動 〔P.41〕 

   大学等の管理運営組織が、目的・目標の達成に向けて十分機能するよう、管理運 

営や教育・研究支援に関わる事務職員・技術職員又はその支援組織の資質向上のた 

めに実施される研修などの取組みの総称。平成 29 年４月から、大学設置基準におい 

てもＳＤ活動が義務化されている。 
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●自己点検・評価 〔P.43〕 

  大学等が、自己の目的・目標に照らして教育研究等の状況について点検し、優れ 

ている点や改善すべき点などを評価し、その結果を公表するとともに、その結果を 

踏まえて改善向上を行っていくという質保証の仕組み。学校教育法第 109 条におい 

て、その活動が義務化されており、高等教育の質保証は一義的に大学等自らが主体 

的に行うものという点が示されている。 

 

●日本技術者教育認定機構（JABEE：Japan Accreditation Board for Engineering  

Education） 〔P.44〕 

一般社団法人日本技術者教育認定機構（JABEE）は、技術者を育成する教育プログ 

ラムを「技術者に必要な知識と能力」「社会の要求水準」などの観点から審査し、認 

定する非政府系組織。“教育プログラム”は認定の対象とする教育の主体のことで、 

通常、工学・農学・理学系の学科あるいは学科内のコースに対応します。JABEE の 

認定基準は、技術者教育認定の世界的枠組みであるワシントン協定などの考えに準 

拠しており、認定プログラムの技術者教育は国際的に同等であると認められる。認 

定プログラムの修了生は、世界に通用する教育を受けた技術者であると言える。 

 

●薬学教育評価機構（JABPE：Japan Accreditation Board for Pharmaceutical  

Education） 〔P.44〕 

  我が国における薬学教育機関の教育の質を保証するために、薬学教育プログラム 

の公正かつ適正な評価等を行い、教育研究活動の充実・向上を図ることを通して、 

国民の保健医療、保健衛生、ならびに福祉に貢献することを目的として設立された 

法人。 

●ＩＲ（インスティテューショナル・リサーチ） 〔P47〕 

Institutional Research の略。高等教育機関において、機関に関する情報の調査 

及び分析を実施する機能又は部門。機関情報を一元的に収集、分析することで、機 

関が計画立案、政策形成、意思決定を円滑に行うことを可能とさせる。また、必要 

に応じて内外に対し機関情報の提供を行う。 

 

●ＧＰＡ（Grade Point Average） 〔P.47〕 

学生の成績評価については、各設置基準において、客観性及び厳格性を確保する 

ため、学生に対して成績評価の基準を予め明示するとともに、当該基準に則して適 

切に評価を実施することが要求されている。ＧＰＡ制度は、客観的な成績評価を行 

う方法として大学に導入されているもので、一般に授業科目ごとに 5 段階（例えば 

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＦ）で成績評価を行い、それぞれ４から０のグレード・ポイント 

を付し、この単位当たりの平均を出し、その一定水準を卒業などの要件とする 

制度。 

 

●認証評価機関 〔P.49〕 

  認証評価を実施する機関として文部科学大臣の認証を受けた評価機関。機関が文 
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部科学大臣の認証を受けるためには、その評価基準、評価方法、実施体制などが文 

部科学大臣の定める認証基準に適合すると認められる必要がある。 

※ 認証評価：文部科学大臣の認証を受けた評価機関（認証評価機関）が、大 

学、短期大学及び高等専門学校の教育研究等の総合的な状況等について、各認 

証評価機関が定める大学評価基準に基づき行う評価。大学等は政令で定められ 

た期間ごとに自ら選択した認証評価機関による認証評価を受けることが義務付 

けられている。認証評価には、大学等の教育研究等の総合的な状況の評価（機 

関別評価）と、専門職大学、専門職短期大学又は専門職大学院の教育課程等の 

評価（分野別評価）の２種類がある。 

 

●ポートフォリオ 〔P.50〕 

ポートフォリオとは、書類入れやファイルを意味する言葉である。総合的な学習 

の評価方法として、近年注目されている外来語である。ポートフォリオ評価は、た 

とえば「学習活動において児童生徒が作成した作文、レポート、作品、テスト、活 

動の様子が分かる写真やＶＴＲなどをファイルに入れて保存する方法」（グロワー 

ド，1999，p.8）と定義されている。 

 

●コアカリキュラム 〔P.50〕 

各大学において実施されている、カリキュラム編成上の主となる科目群。 

 

●ＳＤＧs（エスディージーズ） 〔p52〕 

Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。2001 年に策定さ 

れたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として、2015 年９月の国連サミットで採択 

された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された 2016 年から 

2030 年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・169 のター 

ゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓っている。 
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